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令和２年第２回常陸太田市議会定例会会議録 

 

令和２年３月３日（火） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

令和２年３月３日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 議案第 ２ 号 常陸太田市子育て基本条例の制定について 

      議案第 ３ 号 常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定 

             について 

      議案第 ４ 号 常陸太田市監査委員条例及び常陸太田市上下水道事業の設置等に関 

             する条例の一部改正について 

      議案第 ５ 号 常陸太田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

      議案第 ６ 号 常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第 ７ 号 常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に 

             ついて 

      議案第 ８ 号 常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第 ９ 号 常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

             について 

      議案第１０号 常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正につ 

             いて 

      議案第１１号 常陸太田市里美デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例 

             及び常陸太田市ふれあいの家の設置及び管理に関する条例の廃止に 

             ついて 

      議案第１２号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１３号 常陸太田市道路線の廃止について 

      議案第１４号 常陸太田市道路線の変更について 

      議案第１５号 常陸太田市道路線の認定について 

日程第 ４ 議案第１６号 令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第１０号）について 

      議案第１７号 令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に 

             ついて 

      議案第１８号 令和元年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）につい 

             て 

      議案第１９号 令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について 
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      議案第２０号 令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

      議案第２１号 令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）につい 

             て 

      議案第２２号 令和元年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第２号）につい 

             て 

日程第 ５ 議案第２３号 令和２年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第２４号 令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第２５号 令和２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第２６号 令和２年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第２７号 令和２年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第２８号 令和２年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

      議案第２９号 令和２年度常陸太田市簡易水道事業会計予算について 

      議案第３０号 令和２年度常陸太田市下水道事業等会計予算について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 議案第２号ないし議案第１５号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第１６号ないし議案第２２号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２３号ないし議案第３０号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １２番   成 井 小太郎 議 長    １番   森 山 一 政 議 員 

     ２番   小 室 信 隆 議 員    ３番   菊 池 勝 美 議 員 

     ４番   諏 訪 一 則 議 員    ５番   藤 田 謙 二 議 員 

     ６番   深 谷   渉 議 員    ７番   平 山 晶 邦 議 員 

     ８番   益 子 慎 哉 議 員    ９番   菊 池 伸 也 議 員 

    １０番   深 谷 秀 峰 議 員   １３番   茅 根   猛 議 員 

    １４番   川 又 照 雄 議 員   １５番   後 藤   守 議 員 

    １６番   黒 沢 義 久 議 員   １７番   髙 木   将 議 員 

    １８番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

欠席議員 

    １１番   高 星 勝 幸 副議長 

            ─────────────────── 
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説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       石 川 八千代 教 育 長    加 瀬 智 明 政策推進室理事 

       綿 引 誠 二 総 務 部 長    武 藤 範 幸 企 画 部 長 

       鈴 木   淳 市民生活部長    岡 部 光 洋 保健福祉部長 

       小 瀧 孝 男 商工観光部長    真 中   剛 建 設 部 長 

       磯 野 初 郎 会 計 管 理 者    江 尻 伸 彦 上下水道部長 

       宇 野 智 明 消 防 長    生天目   忍 教 育 部 長 

       弓 野 政 人 農業委員会事務局長    柴 田 道 彰 秘 書 課 長 

       塩 原 正 己 総 務 課 長    江 幡   治 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       笹 川 雅 之 事 務 局 長    鴨志田 智 宏 次長兼議事係長 

       小 林 博 則 総 務 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○成井小太郎議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますからご了承願います。 

 １１番高星勝幸議員，以上１名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより令和２年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○成井小太郎議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     １番   森 山 一 政 議 員    １０番   深 谷 秀 峰 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○成井小太郎議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。去る１月２０日，神栖市において茨城県市

議会議長会が開催されました。会議内容については，お手元に配付いたしました報告書によりご

承知願います。 

 次に，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を令和元年１２月議会で議決いたして
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おりましたが，報告については，２月２１日の全員協議会において報告がありましたとおりでご

ざいます。 

 次に，総務，文教民生，産業建設の各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長から所管事務

調査報告書が議長宛て提出されております。なお，報告書につきましては，事務局に保管してあ

りますのでご報告いたします。 

 次に，「地方自治法」第１２２条の規定により，令和元年事務に関する説明書が配付されてお

りますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，令和２年１月及び２月の例月現金出納検査の結果について，報告書が別

紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，「地方自治法」第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席す

るよう要求いたしましたのでご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  石 川 八千代 君    政策推進室理事  加 瀬 智 明 君 

 総 務 部 長  綿 引 誠 二 君    企 画 部 長  武 藤 範 幸 君 

 市民生活部長  鈴 木   淳 君    保健福祉部長  岡 部 光 洋 君 

 商工観光部長  小 瀧 孝 男 君    建 設 部 長  真 中   剛 君 

 会 計 管 理 者  磯 野 初 郎 君    上下水道部長  江 尻 伸 彦 君 

 消 防 長  宇 野 智 明 君    教 育 部 長  生天目   忍 君 

 農業委員会事務局長  弓 野 政 人 君    秘 書 課 長  柴 田 道 彰 君 

 総 務 課 長  塩 原 正 己 君    監 査 委 員  江 幡   治 君 

 以上，１８名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたし

ます。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○成井小太郎議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から３月１９日ま

で１７日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○成井小太郎議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月１９日まで１７日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 



 ２３ 

○成井小太郎議長 次，日程第２，令和２年度施政方針について，市長より説明を求めます。市

長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 皆様，おはようございます。令和２年第２回の市議会定例会を招集いたしま

したところ，議員の皆様にはご多用中にもかかわらずご出席を賜りまして，心から御礼を申し上

げます。 

 令和２年度の予算及び関係諸議案のご審議をお願いするに当たり，私の市政運営に対する基本

的な考えと新年度における施策の概要を申し上げ，議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力

を賜りたいと存じます。 

 昨年，東日本に記録的な大雨をもたらしました台風１９号によりまして，各市において，河川

の氾濫，堤防の決壊，土砂崩れなどが多発し，当市におきましても，避難指示が発令される中，

多くの住家に浸水被害が及ぶとともに，道路，橋梁，農業，公共土木施設等の損壊，農作物への

影響など，甚大な被害が発生をし，今なお日常生活を取り戻すに至ってない市民がおられる状況

であります。 

 現在，生活再建，復旧復興に全力で取り組んでいるところでございますが，市民の命と財産を

守り，誰もが安全安心して暮らせることが，市長としての最大の責務と考えておりますことから，

この度の災害の教訓を踏まえまして，地域防災力の向上や防災減災対策について一層強化をして

まいる所存でございます。 

 さて，我が国の経済情勢を見ますと，内閣府が発表しました２月の月例経済報告では，「景気

は輸出が弱含む中で，製造業を中心に弱さが一段と増した状況が続いているものの，緩やかに回

復している」とされておりますが，米中貿易摩擦や不安定な中東情勢，そして新型コロナウイル

スによる国内経済への影響など，先行きの不安材料も見られるところでございます。 

 本市におきましては，人口減少等により，市税収入の伸びが見込めない中，令和２年度から普

通交付税の合併算定替による加算措置が終了をし，歳出においては，会計年度任用職員制度の導

入に伴います影響や公共施設等の老朽化対策，社会保障関連経費の増加など，厳しい財政状況が

続くことが見込まれます。 

 限られた財源の中で，より効率的で効果的な施策の展開に努めまして，真に必要な事業の推進

と健全性の両立を図り，次世代に過度の負担を先送りしない持続可能な財政運営を進めていく必

要があると考えております。 

 また，限られた資源や人員で，持続的に質の高いサービスを提供していくために，将来，ＡＩ

やＲＰＡの活用など，新しい技術を取り入れていく必要があり，加えて，公共施設マネジメント

の推進によって，施設の集約複合化，廃止を視野に入れるなど，時代に即した取り組みを進めて

いかなければならないと考えております。 

 本市の人口につきましては，平成３０年６月に５万人を割り込み，本年２月１日現在で４万8,

５７３人となっており，この１年間で８５７人の減少と，予想を上回るスピードで人口減少が進

んでおります。 
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 こうした状況を十分踏まえたうえで，刻々と変化をする社会経済情勢や複雑多様化する市民ニ

ーズに，柔軟かつスピード感を持って対応することが求められております。 

 ４年目を迎えます第６次総合計画前期基本計画に位置づけられた重点施策を推進をし，引き続

き，本市の最重要課題であります少子化・人口減少対策に積極的に取り組むとともに，さまざま

な行政課題の解決に向けて各種施策を推進をし，本市の目指す将来像「幸せを感じ，暮らし続け

たいと思うまち常陸太田」の実現を目指してまいります。 

 以上，市政運営に当たり，基本的な考えを述べさせていただきました。 

 続きまして，主要な施策につきまして，第６次総合計画前期基本計画の基本目標に沿ってご説

明を申し上げます。 

 初めに，「安心して働くことのできる仕事の場づくり」であります。まず，働く機会の創出と

いたしましては，引き続き，東部土地区画整理事業用地や工業団地，学校跡地等への企業誘致に

積極的に取り組むほか，ＵＩＪターン者等の起業創業支援，市民雇用奨励金の交付，合同就職面

接会の開催等によりまして，市内就業の機会創出を図ってまいります。 

 また，地域農業の担い手であります認定農業者や新規就農者への経営確立に向けた農業次世代

人材投資資金の活用や住居，機械設備等の取得など，総合的な就農支援を行ってまいります。 

 農林業の振興といたしましては，引き続き小目地区の圃場整備事業及びふるさと農道整備事業

のほか，久米地区の圃場整備事業の実施に向けた調査及び計画の検討など，農業基盤整備の促進

を図りますとともに，農地中間管理事業を活用した農地の集積，集約や，米，常陸秋そば，果樹

等の高品質化，消費者ニーズに即した少量多品種野菜の計画生産，農産物を活用した６次産業化

並びに道の駅ひたちおおたを中心とした販路拡大や有利販売への支援を進めてまいります。 

 また，中間地域等直接支払制度及び多面的機能支払交付金を活用した地域の共同活動や，イノ

シシによる農作物への被害防止のために，捕獲奨励金を増額するなど，有害鳥獣の効果的な防止

対策を行いまして，農村環境の保全に努めてまいります。 

 さらに，畜産農家の経営安定化や生産性向上への支援を行うとともに，地元産の生乳を使用し

た新たな特産品づくりに取り組んでおります。チーズ製造・販売プロジェクトにおきましては，

５月にチーズ工房が指定管理者のもとで稼働いたしますが，ブランド化による地域振興が図られ

るよう進めてまいります。 

 林業におきましては，森林の適切な管理を行うため，森林環境譲与税を財源とする森林経営管

理制度や県の森林湖沼環境税等を活用して，森林整備や普及啓発，木材利用等を推進してまいり

ます。 

 商工業の振興といたしましては，従来のプレミアム商品券事業に加えまして，国のマイナポイ

ント事業に合わせ，キャッシュレス決済推進事業に取り組みまして，域内消費を喚起をしてまい

ります。 

 また，中小企業に対しましては，販路拡大に向けた補助や県の承認を受けた経営革新計画に基

づいて実施をいたします事業を支援し，経営基盤の強化を図ってまいります。 

 観光の振興といたしましては，団体旅行を催行した旅行会社や観光レンタカー利用者への助成
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による誘客とともに，市内観光施設の充実を図り，交流人口拡大を促進してまいります。 

 また，外国人観光客の誘客を推進するため，引き続き，国，県の補助制度を活用した受け入れ

体制の整備，旅行会社等へのプロモーション，プレミアム付旅行券の発行等，関係機関と連携し

まして取り組んでまいります。 

 さらに，農家民泊による体験型教育旅行を推進するとともに，３階部分を宿泊室等に改修した

かなさ笑楽校につきましては，指定管理者による管理運営に移行しまして，集客力の向上を図り，

地域の活性化に取り組んでまいります。 

 次に，「夢を育み，健やかに生きる人づくり」であります。 

 まず，子育てへの支援といたしましては，国の幼児教育・保育の無償化に加えまして，０歳か

ら２歳児における保育料の半額軽減や第３子以降の保育料無償化，小中学校の給食費の半額軽減

を継続実施するとともに，新たに幼稚園並びに保育園，こども園における３歳以上児の給食費の

無償化を実施をしてまいります。 

 また，令和３年４月から小学校に入学する児童に対しまして，入学祝い品として，学校指定の

体操服セットを給付しまして，子育て世帯への経済的負担を軽減してまいります。 

 妊娠，出産，育児の切れ目のない支援といたしましては，引き続き，ＳＮＳを利用した子育て

情報の発信や妊婦のインフルエンザの予防接種費用の全額助成，妊婦健康診査費用の助成を行う

とともに，子ども夜間診療や２４時間健康相談など，安心して子育てができる環境づくりを推進

してまいります。 

 また，新生児期から聴覚障害を早期に発見し，できる限り早い段階で適切な対応が講じられる

よう，新たに新生児聴覚検査費用への助成を行います。 

 保育環境の充実といたしましては，愛保育園については，これまでの指定管理者による運営か

ら公私連携型保育所に移行し，民間経営による多様な保育サービスを実施をしてまいります。 

 豊かな心の育成といたしましては，各学校において，児童生徒が自他のよさを認め合い，思い

やりと命を大切にする心を育んでいくために，児童生徒の人権教育や道徳教育を一層充実をさせ，

本市教育の柱であります「心の教育を基盤」とした学校教育を推進してまいります。 

 魅力ある学校づくりといたしましては，教育の環境改善を図りますため，昨年１２月に水府小

中学校一貫教育学校の新校舎が完成をしたところでありますが，引き続き，旧校舎の解体や新体

育館の整備を進めるほか，峰山中学校区及び金砂郷中学校区の小学校統合につきましても，学校，

保護者，地域の皆様と連携を図りながら，継続して推進をしてまいります。 

 また，子どもたち一人ひとりが描いた夢の実現を支援するため，それぞれの学校の特色を生か

しながら，よりよく生きる力を確実に育む「夢育」を推進をし，自分たちの郷土への愛着や誇り

を持って，健やかに心豊かな児童生徒の育成に努めてまいります。 

 さらに，小学校において，英語が教科化されたことから，指導体制の充実を図りますために，

新たに小学校へ外国人の英語指導助手を派遣するとともに，中学生を対象に導入した英語民間検

定試験検定料の助成を小学５，６年生まで拡充してまいります。 

 教育のＩＣＴ化に向けた環境整備といたしましては，統合型校務支援システムを小中学校に順
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次導入いたしまして，教員の業務効率化を図ってまいります。 

 多様な学習機会，地域文化活動への支援といたしましては，市民の多様なニーズを的確に捉え

た講座等を開設するとともに，県指定文化財「町田火消行列」など地域の伝統文化の保存，継承

活動や文化団体，文化事業への支援のほか，市民交流センターなどの文化施設の修繕等を行いま

して，市民の芸術文化鑑賞の機会や活動，発表の場を提供してまいります。 

 スポーツレクリエーションへの支援といたしましては，幼児，児童期の子どもたちを対象とし

た発達段階に応じた基本動作を身につける運動遊び教室等を開催をし，体力，運動能力の向上を

図ってまいります。 

 また，健康体操につきましては，シルバーリハビリ体操指導士，スクエアステップ指導者の増

員を図りまして，市内全域で自主的な取り組みが浸透するよう進めてまいります。 

 スポーツ施設につきましては，市民のスポーツ活動の拠点であります山吹運動公園内の市民体

育館等の更新に向けた基本計画を策定するとともに，その他のスポーツ施設の統廃合，複合化，

再配置につきましても計画的に推進をしてまいります。また，大里ふれあい広場野球場に新たな

防球ネットを設置しまして，周囲の安全性を確保してまいります。 

 健康づくりへの支援といたしましては，健診等の受診率の向上や運動習慣の継続化を図るため，

健康ポイント事業に取り組むとともに，生活習慣病の早期発見，早期治療により，重症化を予防

しまして，市民の健康寿命の延伸につなげてまいります。 

 また，国民健康保険制度の健全な財政運営のための財源確保に向けた検討を行ってまいります。 

 さらに，より早期の介護予防策として，要介護状態に至る前段階として位置づけられるフレイ

ル対策への取り組みを進めてまいります。 

 地域の支え合いの支援といたしましては，地域福祉の中核的な担い手である民生委員児童委員

の活動を支援するとともに，住みなれた地域で高齢者，障害者，子どもや生活困窮者など全ての

人が安心して自分らしく暮らせるまちの実現を目指して，各種支援施策を進めますとともに，市

社会福祉協議会との連携を強化しながら，地域福祉の増進を図ってまいります。また，生活保護

世帯及び生活困窮世帯の中学生を対象に実施しております学習支援教室を週１回から２回に増や

すとともに，送迎サービスを実施をしてまいります。 

 高齢者福祉におきましては，医療や介護，生活支援福祉サービスが一体的に提供される地域包

括ケアシステムの推進に取り組むとともに，その中核となります地域包括支援センターの充実を

図ってまいります。また，令和３年度から始まる第８期高齢者福祉計画の策定に取り組みまして，

認知症対策，介護予防や生活支援等の充実に努めてまいります。 

 結婚支援といたしましては，結婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」を中心に，地域社会全体で

結婚を応援するため，地域の企業，事業者等によるネットワークを形成し，結婚の希望を実現す

るための情報の共有や連携を図ってまいります。また，魅力的で多彩な婚活イベントセミナーを

企画することによって，男女の出会いの場の創出に努め，未婚化，晩婚化の解消を少しでも図れ

るよう努力をしてまいりたいと思っております。 

 移住・定住の促進につきましては，本市への移住を促すため，お試し住居の利用拡大や空き家
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バンク制度の拡充に取り組むとともに，空き家バンクに登録した物件の改修及び草刈り，見守り

費用等に助成をしてまいります。また，引き続き，新婚家庭家賃助成，住宅取得促進助成を行う

とともに，民間賃貸住宅の新築建て替え経費にかかわる助成につきましては，新たに，建設予定

地の既存建物の解体費用や既存集合賃貸住宅のリニューアル費用等の一部を助成してまいります。 

 ＪＴ跡地の利活用につきましては，埋蔵文化財発掘調査を行いまして，利活用の方向づけをし

てまいりたいと考えています。 

 地域活動への支援といたしましては，町会や地域の各種団体が連携しながら，自治活動を行う

地域コミュニティの設立について，地域の理解を得ながら推進をしてまいります。 

 次に，「暮らしやすく楽しむことのできるまちづくり」であります。 

 まず，犯罪のないまちづくりといたしましては，犯罪抑止のため，引き続き防犯灯の整備を進

めるとともに，地域の防犯団体や関係機関と連携をした防犯意識の啓発を図ってまいります。 

 空き家等の対策につきましては，関係機関と情報を共有いたしまして，有効活用を含めた適正

管理並びに特定空家等への対策を図ってまいります。 

 災害に強いまちづくりといたしましては，近年の集中豪雨等による想定外の災害に備えるため，

国，県等の関係機関と連携をさらに図り，河川の危険箇所の把握に努め，計画的な改修，整備や

河川のしゅんせつなどにより，河川の治水力を高めるとともに，地域の自主防災組織と連携し，

防災体制の強化につなげるなど，ハード，ソフト両面から対応してまいります。 

 また，昨年の台風１９号の災害対応を教訓に，臨時的，災害時の職員初動体制及び災害対策本

部機能との強化を図ってまいります。さらに，災害時の情報伝達手段の強化のため，引き続き，

防災行政無線のデジタル化に取り組んでまいります。 

 なお，台風１９号による災害対応につきましては，被災箇所の早期復旧，生活の再建，なりわ

いの再建等に向けまして，昨年１０月及び１１月に専決処分いたしました補正予算とあわせ，切

れ目なく進めてまいります。 

 原子力災害対策につきましては，原子力災害時の避難等に関するアンケート調査の結果を反映

した，市民参加型の広域避難訓練を避難先市町村に協力をいただきながら実施をしてまいります。 

 消防体制につきましては，市外医療機関への救急搬送の増加に対応するため，ラピット方式ド

クターカーを導入しまして，重症患者への早期の医師介入確保による救命率の向上を図り，救急

医療体制の充実強化を進めてまいります。 

 交通安全対策といたしましては，高齢者を対象に，ペダル踏み間違い防止装置の取り付け費用

の一部を助成しまして，高齢ドライバーによる交通事故を抑制してまいります。 

 安全な消費生活の支援といたしましては，特殊詐欺や悪質商法の被害を未然に防ぎますために，

関係機関と連携し，啓発活動や相談体制の充実を図ってまいります。 

 市街地の整備といたしましては，東部土地区画整理事業におきまして，昨年１０月より盛り土

工事を進めているところでありますが，今後，買い物環境の改善や雇用の創出と合わせて，若者

の定住や交流人口の拡大を図るため，大型商業施設や業務施設など立地誘導し，魅力ある市街地

づくりに努めてまいります。 
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 公共交通につきましては，効率的かつ市民にとって利便性の高い公共交通となるよう，引き続

き，地域の特性や市民ニーズを的確に捉え，評価，改善を行いながら，将来にわたり持続可能な

公共交通の体系を構築してまいります。 

 道路の整備といたしましては，市民生活の安全安心の確保や利便性の向上，物流の効率化によ

る生産性の向上を図りますため，国，県など関係機関と連携をいたしまして，国道２９３号常陸

太田東バイパス，県道常陸那珂港山方線など，引き続き国・県道の整備促進を図ってまいります。 

 特に，市道０１３９号線につきましては，市民の通勤時間の短縮，緊急医療対策など，さまざ

まな効果が期待されますことから，県からの技術的な支援を受けながら，幡町から日立市までの

区間を，日立市とともに連携を図り整備を進めてまいります。 

 また，生活道路の整備につきましては，新宿天神林線等の整備や橋梁長寿命化対策を継続する

とともに，市民生活の利便性向上や防災対策の観点から，道路整備を進めてまいります。 

 上下水道の整備といたしましては，安全で安心な水の安定供給のため，上水道，簡易水道施設

の老朽化に伴う施設の更新及び国道４６１号（仮称）北沢トンネルへの送水管布設を進めてまい

ります。 

 また，東部土地区画整理事業に伴う公共下水道の整備を行い，市街地環境の整備を進めてまい

ります。さらに，今後の災害に備えまして，浄水場，取水場，排水処理施設に防水扉，排水溝，

排水ポンプなどの浸水対策を講じてまいります。 

 自然及び生活環境の保全といたしましては，資源ごみの無料回収と２３分別回収を継続し，ご

み排出量の削減とリサイクル率の向上を図りますとともに，地域と連携したごみ出し支援を進め

てまいります。 

 また，太陽光発電施設や高効率給湯器等を設置する世帯への補助を継続し，省エネルギー，再

生可能エネルギーの普及を促進してまいります。 

 さらに，清掃センターにつきましては，長寿命化計画に基づく設備改良工事を行いまして，施

設の延命化を図ってまいります。 

 最後に，「計画の推進のために」であります。 

 まず，広報活動といたしましては，広報紙やホームページの内容充実を図るとともに，市内外

の多くの方にも市の情報や魅力を広く伝えるため，フェイスブック，ツイッターなどＳＮＳの活

用やマスメディアへの積極的な情報提供，各種広報媒体を活用するなど，より効果的かつ戦略的

な情報発信を図ってまいります。 

 姉妹都市等との交流といたしましては，秋田市へ市民交流団を派遣するほか，臼杵市からの市

民交流団の受け入れをはじめとする各種交流事業を実施しまして，各都市との友好関係のきずな

を深めてまいります。なお，これらの交流事業や，中国余姚市との中学生の派遣及び受け入れ事

業につきましては，今後の新型コロナウイルスの感染状況に応じて，実施の有無を適切に判断を

してまいりたいと考えております。 

 行政組織力の強化といたしましては，支所の運営体制について，業務内容を地域振興課と市民

窓口業務に特化し，組織の合理化を図るとともに，農政，建設，商工，観光部門の駐在員を本課
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に集約をし，指揮系統を明確化することにより，業務の効率化及びスピードアップを図ってまい

ります。 

 自主性，自立性の高い財政運営といたしましては，将来にわたり持続可能な行財政の経営基盤

を確立するため策定いたしました行政改革大綱により，行政組織の柔軟性，機動性を向上させる

とともに，第３セクター等の経営健全化に努めてまいります。また，引き続き，市税や保険料な

ど，徴収率の維持向上に努めるほか，債権管理事務の一元化を進め，債権管理の適正化と効率化

を図ってまいります。さらに，ＰＤＣＡサイクルによる事業の改善，見直しを徹底し，効果的か

つ効率的な行財政運営に努めるとともに，総合計画の基本構想の実現に向け，前期基本計画に基

づき，実施した施策について，効果検証を行いまして，令和４年度を初年度とする後期基本計画

の策定に着手をしてまいります。 

 公共施設の適正管理の推進につきましては，公共施設等総合管理計画及び公共施設等再配置計

画に基づき，将来のよりよい公共施設のあり方に向けて，施設ごとの再配置を進めてまいります。

また，個別施設計画として，学校施設の長寿命化計画を策定し，中長期的な維持管理等にかかわ

るトータルコストの縮減や予算の平準化を図ってまいります。 

 さらに，旧やまざくら保育所，旧すいふこども園，市営住宅１４棟，消防団組織改変に伴う機

械器具置場８カ所を解体をするとともに，ふるさと歴史民俗伝承館については，解体工事に係わ

る設計を行ってまいります。 

 マイナンバーカードの普及につきましては，国が進めますマイナポイント事業や健康保険証と

しての利用など，さまざまなサービスが始まることから，市におきましても，申請受け付けの専

用窓口の設置や企業等への出張申請サービスにより普及を図りますとともに，独自のキャッシュ

レス決済事業や各種証明書のコンビニ交付の実施，図書館利用カードへの導入によりまして，利

活用を促進してまいります。 

 以上，令和２年度に臨むに当たりまして，施政方針を申し上げました。 

 本年は，いよいよ東京２０２０オリンピック，パラリンピックが開催され，７月５日には聖火

リレーが竜神大吊橋で行われます。オリンピックを身近に感じられる聖火リレーは，子どもをは

じめ，多くの市民の皆様に夢と希望を与えてくれるものであります。令和の新しい時代，少子化・

人口減少が進行する中，本市を取り巻く環境はさらに厳しい状況になることが予想されますが，

その先の未来を見据えながら，次世代を担う子どもたちが誇れる持続可能なまちを目指し，全力

を尽くしてまいる所存でありますので，議員各位をはじめ，市民の皆様のより一層のご理解とご

協力を重ねてお願いを申し上げます。 

 最後になりましたが，今定例会に提出いたしました議案は２９件でございます。条例の制定２

件，条例の一部改正７件，条例の廃止１件，公の施設にかかわる指定管理者の指定１件，市道路

線の廃止，変更及び認定が各１件，令和元年度補正予算７件，令和２年度当初予算８件でござい

ます。なお，会期中に，人事案件３件を追加提案する予定でございますので，よろしくお願いを

いたします。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，副市長及び担当部長よりご説明
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をさせていただきますので，何とぞ慎重なるご審議の上，原案のとおり可決，ご同意を賜ります

ようお願いを申し上げ，挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第２号ないし議案第１５号 

○成井小太郎議長 次，日程第３，議案第２号常陸太田市子育て基本条例の制定について，議案

第３号常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定について，議案第４号

常陸太田市監査委員条例及び常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について，

議案第５号常陸太田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について，議案第６号常陸太田

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について，議案第７号常陸太田

市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第８号常陸太田市営住宅

の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第９号常陸太田市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市公民館の設置及び管理等に

関する条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市里美デイサービスセンターの設置及び

管理に関する条例及び常陸太田市ふれあいの家の設置及び管理に関する条例の廃止について，議

案第１２号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第１３号常陸太田市道路

線の廃止について，議案第１４号常陸太田市道路線の変更について，議案第１５号常陸太田市道

路線の認定について，以上１４件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 議案第９号を除く１３件につきまして，提案者にかわりまして，ご説明申し

上げます。 

 議案書の１ページをお開き願います。 

 議案第２号は，常陸太田市子育て基本条例の制定についてでございます。 

 提案理由でございますが，本市はこれまで，「子育て上手常陸太田」を掲げ，他市町村に先駆

けて，子育て支援施策に取り組んでまいりました結果，田舎暮らしの本ランキングで１位を獲得

するなど，子育て支援施策先進自治体として全国に認知されるに至っております。 

 しかしながら，本市の出生数や人口は依然として厳しい状況が続いているため，今回改めて，

本市における子育てに関する基本的な考え方を定め，行政だけではなく，市民が一体となり，子

育て支援施策のより一層の推進を図るため，本条例を制定するものでございます。 

 本条例は，新規条例でございますので，内容につきましては，お手元に配付をいたしましたＡ

３横長の資料，令和２年第２回市議会定例会第２号資料，常陸太田市子育て基本条例の概要につ

いてによりご説明いたします。 

 第１条は，目的でございます。子育てについての基本理念を定め，市の責務並びに保護者，市

民，学校及び事業者等のそれぞれの役割を明らかにすることにより，安心して子どもを産み育て

ることができる環境の確保，子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的とし
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ております。 

 第２条は，定義でございます。それぞれの用語の意義を定めております。 

 第３条は，基本理念でございまして，ご覧の３つを定めました。 

 （１）安心して子どもを産み育てることができる環境を確保すること。 

 （２）地域社会のさまざまな場において，自主的な子育て支援の取り組みが促進されること。 

 （３）社会全体で子育て支援に取り組む意識の啓発が図られることでございます。 

 第４条は，市の責務として，次の５つを定めました。 

 （１）基本理念に基づき，子育てに関する総合的な施策を策定し実施すること。 

 （２）子どもの体験活動及び知識習得等の機会の提供に努めること。 

 （３）子育てに関する知識習得機会の提供に努めること。 

 （４）保護者同士の交流の機会の提供に努めること。 

 （５）子育てに関する相談の機会の提供に努めることでございます。 

 資料右側をご覧願います。 

 第５条は，保護者の役割として，次の２つを定めました。 

 （１）子育てにおいて第一義的な責任を負うものであって，子どもが心身ともに健やかに育つ

よう努めること。 

 （２）子どもを一人の人格を持った人間として尊重し，子どもが基本的な生活習慣及び規範意

識を身につけられるように努めることでございます。 

 第６条は，市民等の役割として，次の２つを定めました。 

 （１）地域の中で，子どもが安心して過ごすことができるよう努めること。 

 （２）相互に協力して，子育てに関する知識及び経験の提供や子どもの郷土愛の醸成に努める

ことでございます。 

 第７条は，学校の役割として，次の２つを定めました。 

 （１）子どもたち一人ひとりが主体的に夢を描き，実現できるよう，その基盤となる生きる力

を育む「夢育」を推進し，確かな学力，豊かな心，健やかな体のバランスのとれた子どもの育成

に努めること。 

 （２）保護者や地域社会と連携し，子育てに良好な環境づくりを進めることにより，健やかで

心豊かな人づくりに努めることでございます。 

 第８条は，事業者等の役割として，保護者の役割を理解し，仕事と子育てが両立できるよう，

職場環境の整備に努めることを定めました。 

 第９条から第１３条は市の施策等でございまして，次の５つを定めております。 

 （１）保護者，市民等，学校等，事業者等との連携体制の構築。 

 （２）子育て支援についての計画の策定。 

 （３）妊娠，出産，子育てにおける切れ目のない支援。 

 （４）子育てに関する施策の充実及び人材の育成。 

 （５）子育てに関する広報及び啓発でございます。 
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 １０は，附則でございます。本条例は本年４月１日から施行いたします。 

 本市では，第６次総合計画において，目指すべきまちの将来像を「子育て上手その先へ さら

なる魅力の創造」としております。その実現に向けまして，本条例の施行を機に，改めまして，

市民が一体となり，子育て支援施策に全力で取り組んでまいります。 

 議案第２号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 ５ページをお開き願います。 

 議案第３号は，常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定についてで

ございます。 

 提案理由でございますが，「いじめ防止対策推進法」の規定に基づき，常陸太田市いじめ問題

対策連絡協議会等を設置するに当たり，必要な事項を定めるため，本条例を制定するものでござ

います。 

 本条例は，新規条例でございますので，内容につきましては，お手元に配付をいたしましたＡ

３横長の資料，令和２年第２回市議会定例会議案第３号資料，常陸太田市いじめ問題対策連絡協

議会等の設置に関する条例の概要についてによりご説明いたします。 

 １は，「いじめ防止対策推進法」の概要でございます。 

 表１をご覧願います。 

 法第１４条関係は，地方公共団体における協議会等の設置を規定しております。第１４条第１

項は，いじめ問題対策連絡協議会の設置でございまして，地方公共団体は条例の定めるところに

より，いじめ問題対策連絡協議会を置くことができるとしております。 

 第１４条第３項は，いじめ防止等のための対策を実効的に行う必要があるときは，教育委員会

に附属機関として必要な組織を置くことができるとなっております。 

 次に，法第２８条は，重大事態発生時における学校の設置者又は学校による調査機関の設置で

ございまして，第２８条第１項で，①いじめによる当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は

財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。②いじめにより当該学校に在籍する児童等

が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。この２つの場

合において，学校の設置者又は学校が速やかに組織を設け，事実関係を明確にするための調査を

行うこととしております。 

 法第３０条は，地方公共団体の再調査で，第３０条第２項で報告を受けた地方公共団体の長は，

必要があると認めるときは，附属機関を設け，調査を行うなど，第２８条第１項の規定による調

査結果について，改めて調査を行うことができる旨を規定をしております。 

 これらの法の規定を受けまして，新たに条例を制定するものでございます。 

 ２は，常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の概要でございます。 

 第１章は，総則で，第１条において法に基づき，常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会，その

他の組織を設置する趣旨を規定いたしました。 

 第２章は，常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会の内容でございます。 
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 第２条から第７条において，協議会の設置，所掌事務，組織について規定をいたしました。 

 所掌事務は，いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する協議及び連絡調整でござ

います。 

 委員は２５人以内とし，任期は１年，構成は，市立中学校の教職員，県中央児童相談所の職員，

太田警察署の職員，市の職員としております。会長については教育長とし，事務局を教育委員会

指導室に置くものでございます。 

 第３章は，常陸太田市いじめ調査委員会の内容でございます。 

 第８条から第１４条において，調査委員会の設置，所掌事務，組織等について規定をいたしま

した。 

 所掌事務は，いじめの防止等のための対策に関する調査研究等及び重大事態に対する事実関係

の調査でございます。 

 委員は５人以内とし，構成は，教育，法律，心理等について専門的知識及び経験を有するもの

としております。任期は委嘱の日から当該諮問に係る事務が完了する日までとしております。委

員長は互選し，事務局を教育委員会指導室に置くものでございます。 

 資料右側をご覧願います。 

 第４章は，常陸太田市いじめ再調査委員会の内容でございます。 

 第１５条から第１８条において，再調査委員会の設置，所掌事務，組織等について規定いたし

ました。 

 所掌事務は，市長の諮問に応じ，重大事態に対する事実関係の再調査でございます。 

 委員は５人以内とし，構成は，当該いじめ事案と関係がない者で，教育，法律，審議等につい

て専門的知識及び経験を有する者としております。 

 また，再調査委員会の委員は，いじめ調査委員会の委員を兼ねることができず，任期は委嘱の

日から当該諮問に係る事務が完了する日までとしております。委員長は互選し，事務局を総務部

総務課に置くものでございます。 

 第５章は雑則で，第１９条において各会を運営するに当たって，必要な事項をそれぞれ定める

旨を委任規定をしております。 

 表２の下段をご覧願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行いたします。 

 附則第２項で，いじめ調査委員会の委員及びいじめ再調査委員会の委員の報酬を定めるため，

関係する条例を改正し，それぞれの委員報酬を6,０００円といたしました。 

 ３は，条例制定後における本市の対応についてでございます。 

 これまで，本市におけるいじめ問題への対応は，要綱に基づき，教育委員会の指導のもと，各

学校で個別に行ってまいりましたが，近年のいじめ問題は，困難化，複雑化しており，課題への

対応が厳しい状況となっておりました。 

 条例制定後は，いじめ問題対策連絡協議会の中で関係機関との連携強化が図られ，それぞれの

立場から指導，助言により，いじめ問題へのより積極的な対応が可能となりますほか，重大事態
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が発生してしまった場合にも，いじめ調査委員会等が設置されることで，事案に対し迅速な対応

が可能となります。 

 さらに，再調査委員会における第三者による検証は，当事者や保護者にとって安心が確保され

るものと考えております。 

 なお，参考といたしまして，「いじめ対策防止推進法」に係る県内市町村の対応状況を記載し

ておりますので，後ほどご覧置き願います。 

 議案第３号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 １０ページをお開き願います。 

 議案第４号は，常陸太田市監査委員条例及び常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例の

一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，「地方自治法等の一部を改正する法律」が平成２９年６月９日に公

布され，本年４月１日から施行されることに伴い，関連する条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 １１ページをお開き願います。 

 改正の内容でございますが，「地方自治法」において新たな条文が追加され，同法第２４３条

の２が１条繰り下がったことに伴い，同条を引用しております本市の２つの条例について改正を

行うものでございます。 

 条例の本文でございます。 

 第１条は，常陸太田市監査委員条例を改正するもので，第６条中，第２４３条の２第３項を第

２４３条の２の２第３項とするものでございます。 

 第２条は，常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例を改正するもので，第６条中，２４

３条の２第８項を第２４３条の２の２第８項に改めるものでございます。 

 なお，「地方自治法」の改正の内容でございますが，地方公共団体の長や職員などの損害賠償

責任について，その職務を行うに当たり，善意でかつ重大な過失がない場合には，賠償責任額の

一部について，免責できる旨を条例において定めることを可能とするものでございます。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第４号は以上でございます。 

 続きまして，１４ページをお開き願います。 

 議案第５号は，常陸太田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，会計年度任用職員の服務の宣誓について，別段の取り扱いを設ける

ことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１６ページをお開き願います。 

 左側の改正案ですが，会計年度任用職員は勤務時間や期間，場所等，任用形態がさまざまであ

ることから，新たに第３項を設け，服務の宣誓について，第１項の規定にかかわらず，別段の定
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めをすることができる旨を加えたものでございます。 

 具体的には，別途定めます，常陸太田市職員の服務の宣誓に関する規定において，会計年度任

用職員については，任命権者等の面前において宣誓書に署名をすることを要せず，署名をした宣

誓書を提出することで足り得るものとすることを定めるものでございます。 

 恐れ入りますが，１５ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第５号は以上でございます。 

 続きまして，１７ページをお開き願います。 

 議案第６号は，常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いてでございます。 

 提案理由でございますが，会計年度任用職員の給与について，本市職員の給与改定に準じた額

とするため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 なお，本条例につきましては，令和元年第４回市議会定例会においてご承認をいただき，新規

制定をしたところでございますが，同定例会追加議案において，本市職員の給与改定を行ったこ

とに伴い，今回，会計年度任用職員の給料表の一部改正を行うものでございます。次年度以降に

つきましては，本市職員の給与改定にあわせまして，条例の改正を行うことといたします。 

 １９ページからは，新たな給料表でございます。後ほどご覧置き願います。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，２６ページをお開き願います。 

 下段の附則でございますが，この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 議案第６号は以上でございます。 

 続きまして，３４ページをお開き願います。 

 議案第７号は，常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてでご

ざいます。 

 提案理由でございますが，本市における地区保健センターの機能を再編するため，本条例の一

部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，３６ページをお開き願います。 

 右側，現行の欄は，常陸太田市総合保健センターから里美保健センターまで４カ所でございま

すが，左側，改正案では，保健センターの実態に合わせ，常陸太田市総合保健センターと常陸太

田市北部保健センターの２カ所とするものでございます。 

 恐れ入りますが，３５ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第７号は以上でございます。 

 続きまして，３７ページをお開き願います。 

 議案第８号は，常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございま

す。 
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 提案理由でございますが，「民法の一部を改正する法律」が平成２９年６月２日に公布され，

本年４月１日から施行されること，及び国の管理標準条例の改正等に伴い，本条例の一部改正を

行うものでございます。 

 内容につきましては，改正の範囲が多岐にわたりますので，お手元に配付をいたしましたＡ３

横長の資料，令和２年第２回市議会定例会，議案第８号資料，常陸太田市営住宅の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてによりご説明いたします。 

 １は，改正の背景でございます。 

 ①は，「民法の一部を改正する法律」でございます。改正内容は，２点でございまして，１点

目は，個人根保証契約において極度額の設定が義務化され，明確な極度額の設定が必須となった

ことでございます。２点目は，債権関係の規定の見直しにより，法定利率が引き下げられたもの

でございます。 

 ②は，国土交通省住宅局長通達による管理標準条例の改正でございます。国の管理標準条例に

おいて，住宅入居者の資格要件については，地域の実情を総合的に勘案することとされ，公営住

宅への入居者資格要件の緩和を促すものでございます。 

 これらの２つの改正を受けまして，条例の一部を改正するものでございます。 

 ２は，条例の改正内容でございます。 

 まず，（１）は「民法の一部を改正する法律」の施行による改正でございます。 

 ①連帯保証人制度の改正でございますが，連帯保証人を確保する場合に，極度額を設定するも

のでございます。 

 図１をご覧願います。 

 現行の制度では，市営住宅の入居に際しては，連帯保証人一人を定め，無限の保証債務等を義

務付けておりましたが，改正案では，引き続き連帯保証人は求めるものの，保証人の極度額に変

動が生じないよう，入居時における家賃の６カ月分を保証の上限額としたものでございます。な

お，６カ月という期間の設定につきましては，家賃滞納発生から明け渡しの最短期間として設定

いたしました。 

 また，図１の下段でございますが，入居者において，連帯保証人の確保が困難な場合につきま

しては，連帯保証人の免除規定を別途要綱で定め，入居者の要件緩和を行うものでございます。 

 ②は，不正入居を行った入居者に対し，明け渡しの請求をする際に用いる法定利率が改正され

たことに伴う改正でございます。 

 図２をご覧願います。現行の制度では，年５％の利率を年３％に改めるものでございます。 

 資料の右側をご覧願います。 

 上段の（２）は，国の管理標準条例による改正でございます。 

 ①は，入居者資格の緩和でございます。 

 まず，居住地要件の廃止でございますが，図３をご覧願います。 

 現行の制度では，市内に住所または勤務場所を有するものであることが，入居要件でございま

すが，改正案では，現行の要件を廃止をし，市外からの入居はもちろん，県外，全国の方が市営
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住宅に申し込むことを可能といたします。 

 次に，入居年齢要件の緩和でございます。現行の制度では，単身者の入居は６０歳以上の者に

限定しておりますが，年齢制限を緩和することにより，満１８歳以上の単身者でも入居ができま

すよう改めるものでございます。 

 なお，入居申し込みを可能とする市営住宅は，市公共施設等総合管理計画及び住環境等を考慮

し，あわせて，地域の維持を図ることができるよう，水府，里美地区の６団地を定めたものでご

ざいます。 

 ②は，収入要件の特例の改正でございます。 

 収入月額基準２１万4,０００円以下の世帯を１８歳までの子どもがいる世帯へ拡大するととも

に，満１８歳以上の単身者についても，収入月額基準を新たに定めるものでございます。 

 図４をご覧願います。 

 現行の制度では，入居可能としている収入月額の基準２１万4,０００円以下の世帯は，中学校

卒業までの子どもがいる世帯としておりますが，改正案では，高校卒業までの子どもがいる世帯

へ拡大するものでございます。 

 表１をご覧願います。 

 新たに申し込みが可能となる満１８歳以上の単身者の収入月額は，基準額の１５万8,０００円

以下では，給与実態として条件が整わないと見込まれますことから，特例といたしまして，収入

月額を２１万4,０００円以下の適用をさせるものでございます。 

 これらの改正により，保証人を立てることが困難な方が入居しやすくなるほか，１８歳までの

子どもがいる子育て世帯や単身者の世帯など，対象となる世帯が拡大されることで，市営住宅の

効率的な利活用が可能となり，人口減少抑制の一助として効果が期待されるところでございます。 

 ３は，市営住宅の用途廃止でございます。 

 表２をご覧願います。 

 稲木町団地２を１６戸から１２戸に，新宿町団地３を３戸からゼロに，合わせまして７戸を減

するものでございます。 

 これにより，新宿町団地３につきましては，廃止といたします。 

 ４の施行日でございますが，本条例は本年４月１日から施行いたします。 

 また，経過措置でございますが，この条例の施行前に入居している者，または，入居の申し込

みをした者に対する令和元年度までの家賃及び連帯保証人の取り扱いにつきましては，従前の例

によるものといたします。 

 なお，市営住宅につきましては，今後も常陸太田市公共施設等総合管理計画に基づき，適切に

管理を行ってまいります。 

 議案第８号は以上でございます。 

 議案第９号は，後ほど上下水道部長から説明を行います。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻りいただきまして，４９ページをお開き願います。４９ページ

でございます。 
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 議案第１０号は，常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正についてでござ

います。 

 提案理由でございますが，新たな地域コミュニティの設立により，公民館事業を同組織へ移行

することに伴い，染和田公民館を廃止するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，５１ページをお開き願います。 

 右側，現行の欄，表中，最下段に記載がございます染和田公民館の項を削るものでございます。 

 恐れ入りますが，５０ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第１０号は以上でございます。 

 続きまして，５２ページをお開き願います。 

 議案第１１号は，常陸太田市里美デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例及び常陸

太田市ふれあいの家の設置及び管理に関する条例の廃止についてでございます。 

 提案理由でございますが，常陸太田市里美デイサービスセンター及び常陸太田市ふれあいの家

を用途廃止することに伴い，両条例を廃止するものでございます。 

 ５３ページをお開き願います。 

 条例の本文でございます。 

 常陸太田市里美保健センターに併設をしております常陸太田市里美デイサービスセンター及び

常陸太田市ふれあいの家の両施設で行っておりましたデイサービスなど，在宅福祉サービスを民

間委託したことに伴い，両条例を廃止するものでございます。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行することとし，廃止する２施設について，

関連する条例中の規定から削除をするものでございます。 

 議案第１１号は以上でございます。 

 続きまして，５４ページをお開き願います。 

 議案第１２号は，常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定についてでございます。 

 提案理由でございますが，「地方自治法」第２４４条の２第６項の規定により，常陸太田市金

砂ふるさと体験交流施設の指定管理者を指定するため，議会の議決をお願いするものでございま

す。 

 内容につきましては，お手元に配付をいたしましたＡ３横長の資料，令和２年第２回市議会定

例会，議案第１２号資料，常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定についてによりご説明い

たします。 

 １の施設の名称は，常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設，かなさ笑楽校でございます。 

 ２の事業者公募の状況でございますが，令和元年１２月２０日から令和２年１月１６日まで，

事業者の公募を行いました結果，１団体から応募がございました。令和２年１月２２日及び１月

３０日に，指定管理者選定委員会を開催し，プレゼンテーション及びヒアリングを行い，指定管

理予定者を選定いたしました。 
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 ３の指定管理予定者は，特定非営利活動法人ＢоｄｙＰｒｏｄｕｃｔｓ，代表者は代表理事，

前嶋幸惠，住所は日立市久慈町５丁目４番地１９号でございます。 

 ４の指定期間につきましては，維持管理及び事業を行う施設は３年間としておりますが，当施

設は，体験交流型の宿泊施設として，指定管理を初めて導入する施設でありますことから，運営

状況等を注視する必要があるため，令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間とい

たしました。 

 ５の選定の理由でございますが，常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関す

る条例第５条で規定する選定の基準に基づき，指定管理者選定委員会において，５項目の審査基

準により指定管理者として適格であるかどうかについて，審議選定をしたところでございます。

また，当施設の現在の利用状況は，スポーツ少年団の利用が多い状況にございます。 

 指定管理予定者は，右ページの主な業務実績のとおり，日立市において，スポーツを通じて，

幅広い年齢層を対象とした事業を展開しており，活動の経験や知見を生かし，当該施設の，より

広範囲な利用形態が期待できますことから，特定非営利活動法人ＢоｄｙＰｒｏｄｕｃｔｓを選

定するものでございます。 

 議案第１２号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，ブルーのファイルでつづりました別冊の議案書をご覧願います。 

 １ページをお開き願います。 

 議案第１３号は，常陸太田市道路線の廃止についてでございます。 

 提案理由でございますが，現在認定しております市道において，形式上，認定基準を満たして

いるものの，公衆用道路としての利用がない路線や道路の現況がない路線，また，市有地の財産

処分に伴う市道路線を廃止するため，「道路法」第１０条第３項の規定により議会の議決をお願

いするものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 市道路線の見直しにつきましては，平成２２年から調査委託や直営作業を行い，現況を確認後，

変更や廃止を進めてまいりました。 

 金砂郷地区におきましては，調査対象としている幅員1.５メートル以上1.８メートル未満の道

路が，ほかの地区と比べ，特に多く存在しましたことから，この間，道路利用の実態調査を行っ

てまいりました。 

 市道，金１Ｂ１４号線から大きく飛びまして，３３ページをお開き願います。 

 空欄を除きました下から４段目の市道金４Ｂ９７２号線まで，４１０路線につきましては，現

地確認の結果，比較的延長が短く，また，墓地や山林の入り口，さらには，農地への通行のため

の作業道路的な利用状況で，一般の交通の用に供していない道路であることを確認いたしました。 

 また今後は，法定外道路として，引き続き，市が管理をしていくことにつきまして，地元との

調整を十分に行った上で，「道路法」の適用から除外するため，市道路線の廃止を行うものでご

ざいます。 

 同ページ，空欄を除いた下から３段目の市道金２Ｂ３１２号線につきましては，旧北中学校敷
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地内の道路を市道として認定をしておりましたが，昨年度の市有地売却に伴いまして，廃止をす

るものでございます。 

 市道金３Ｂ３８５号線及び市道金４Ｂ５４５号線につきましては，個人の宅地へ接続している

行きどまりの現況を確認いたしましたことから廃止をするものでございます。 

 ３４ページから１２１ページにつきましては，廃止する市道路線の位置図と廃止図を添付して

ございますので，後ほどご覧置き願います。 

 議案第１３号は以上でございます。 

 続きまして，１２２ページをお開き願います。 

 議案第１４号は，常陸太田市道路線の変更についてでございます。 

 提案理由でございますが，東部土地区画整理事業の施行及び道路改良整備に伴い，市道路線を

変更するため，「道路法」第１０条第３項の規定により議会の議決をお願いするものでございま

す。 

 恐れ入りますが，１２５ページをお開き願います。 

 市道０１１３号線につきましては，今年度より工事に着手をいたしました東部土地区画整理事

業に伴い，事業区域に編入いたします道路の一部区間を廃止するため，起点を市役所北側から国

道３４９号バイパスの東側に変更するものでございます。なお，事業区域へ編入を行わない区間

につきましては，法定外道路として，引き続き，市が管理を行ってまいります。 

 続きまして，１２６ページをお開き願います。 

 市道０２１２号線につきましては，平成２８年度から通学路として拡幅工事を行ってまいりま

した，稲木竹山線が来年度完成いたしますことから，改良整備におきまして，これまでの変則交

差点を解消するため，本路線のルートをオレンジ色で示した新たな路線に変更するものでござい

ます。 

 続きまして，１２８ページをお開き願います。 

 市道４３８８号線につきましては，平成３０年度に改良整備を行いましたが，ブルーの整備区

間と赤色の破線の区間を一体的に整備しましたことから，今回，別路線といたしまして市道路線

の整備を行うため，終点を変更して，ブルーの整備区間を廃止するものでございます。 

 議案第１４号は以上でございます。 

 続きまして，１２９ページをお開き願います。 

 議案第１５号は，常陸太田市道路線の認定についてでございます。 

 提案理由でございますが，道路の改良整備と茨城県が施工する国県道の旧道移管に伴う市道路

線の認定について，「道路法」第８条第２項の規定により議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 １３２ページをお開き願います。 

 市道１３９４号線につきましては，県道下土木内常陸太田線の堅磐町から上土木内町までのバ

イパス整備に伴う旧道区間でございます。 

 続きまして，１３５ページをお開き願います。 
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 市道水８の７８４１号線は国道４６１号の折橋町から下高倉町までの，仮称北沢トンネルの整

備に伴う旧道区間でございます。 

 なお，この２路線につきましては，茨城県と管理の移管に向けた協議や現地確認を行い，県に

おいて移管道路の整備を行った後に，市へ移管される予定となっております。 

 恐れ入りますが，１３３ページにお戻り願います。 

 市道４４８１号線につきましては，さきの議案第１４号におきまして廃止をいたしましたブル

ーの区間と整備を行いました赤い破線の区間を新たな市道路線として再度認定するものでござい

ます。 

 提出議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げま

す。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔江尻伸彦上下水道部長 登壇〕 

○江尻伸彦上下水道部長 議案第９号について，提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の４６ページをお開き願います。 

 議案第９号は，常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてで

ございます。 

 提案理由でございますが，本市企業職員の住居手当等について改定するため，本条例の一部改

正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表でご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，４８ページをお開き願います。 

 まず，６条の２住居手当でございます。国の改定に準じまして，手当の支給対象となる家賃額

の下限を4,０００円引き上げ，１万2,０００円を１万6,０００円に改定するものでございます。 

 次に，第１８条，会計年度任用職員の給与でございます。 

 右側，現行の欄をご覧願います。 

 制度の導入に伴い，１２月の第４回定例会において，企業職員に対し，市職員と同様に，第１

項第１号でパートタイム会計年度任用職員，第２号でフルタイム会計年度任用職員について，給

与の種類及び区分を定めたところではございましたが，企業職員については，「地方公営企業法」

第３８条の規定が適用され，パートタイムとフルタイムを同一の取り扱いとしなければならなか

ったため，今回改正するものでございます。 

 恐れ入りますが，４７ページにお戻り願います。 

 附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし，第６条の２

の改正規定は，令和２年４月の１日から施行するものでございます。 

 議案第９号は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１６号ないし議案第２２号 

○成井小太郎議長 次，日程第４，議案第１６号令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第１



 ４２ 

０号）について，議案第１７号令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について，議案第１８号令和元年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）について，

議案第１９号令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について，議案第２０号令

和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）について，議案第２１号令和元年度

常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）について，議案第２２号令和元年度常陸太田市

下水道事業等会計補正予算（第２号）について，以上７件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。恐れ入りますが，別冊横長の議

案書，令和２年第２回常陸太田市議会定例会補正予算書をご覧願います。 

 １枚おめくり願います。 

 議案第１６号は，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第１０号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ７億9,５４２万9,０００円を減額し，総額を２７

９億8,２６１万1,０００円とするものでございます。 

 第２条で繰越明許費を，第３条で債務負担行為を，第４条で地方債の補正を行っております。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１２ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の２款３項１目森林環境譲与税の補正につきましては，森林環境譲与税が追加交付され

たことから，１６２万2,０００円を追加するものでございます。 

 最下段の１５款２項２目民生費国庫補助金の補正につきましては，国のプレミアム付き商品券

事業の確定に伴い，合わせまして，3,４４２万4,０００円を減額するものでございます。同款同

項４目土木費国庫補助金の補正につきましては，補助額の確定により，合わせまして，2,１３４

万8,０００円を追加するものでございます。同款同項６目教育費国庫補助金の補正につきまして

は，国が策定した教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５カ年計画に基づいて行う太田小学校校内通

信ネットワーク整備費の財源といたしまして，７９３万2,０００円を追加するものでございます。

同款同項８目災害復旧費国庫補助金の補正につきましては，台風第１９号による災害復旧事業に

係る補助対象事業の確定に伴い，道路橋梁災害復旧事業の財源として，1,２５２万5,０００円を

追加するものでございます。 

 １３ページをご覧願います。 

 ２段目の６款１項１目民生費県負担金のうち，６節災害救助負担金6,７８５万9,０００円につ

きましては，台風第１９号に係る災害救助費県負担金の交付に伴い追加するものでございます。 

 ３段目の１６款２項県補助金から最下段の同款３項委託金にかけての各交付金の補正につきま

しては，歳出予算の増減や補助金の確定によるものでございます。 

 １４ページをお開き願います。 



 ４３ 

 ４段目の１９款２項１目財政調整基金繰入金の補正でございますが，国補助金の額や各事業費

の確定などにより，歳出予算が減額となりましたことから，１７億2,６５０万6,０００円を減額

するものでございます。 

 下から２段目の２０款繰越金の補正につきましては，平成３０年度決算剰余金を，今年度の歳

入へ編入するため，前年度繰越金として３億8,０３３万8,０００円を追加するものでございます。 

 最下段の２１款４項３目のうち，１節消防団員退職報償金受け入れ金の補正につきましては，

消防団員の退職報償金の財源として９６０万6,０００円を追加するものでございます。 

 １５ページをご覧願います。 

 下段の２２款１項１０目災害復旧債の補正につきましては，台風第１９号により被災した農地

及び農業用施設並びに道路，橋梁の国の査定が終了したことに伴い，災害復旧費の財源といたし

まして，合わせまして２億8,１３０万円を追加するものでございます。同款同項１１目災害対策

債の補正につきましては，台風第１９号に係る災害ごみ処理費の財源といたしまして，２億2,６

２０万円を追加するものでございます。 

 その他の市債の補正でございますが，市債対象事業の国補助や事業費の確定により増減するも

のでございます。 

 １６ページをお開き願います。 

 歳出でございます。 

 今回の補正予算につきましては，国補助金の額や各事業の内容，数量等の確定，あるいは，契

約差金などが主な内容でございますので，大きく増減するものを中心にご説明いたします。 

 １７ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。１３目地域振興費のうち，

８節報償費の補正につきましては，地域おこし協力隊の採用が見込みよりも少なかったことから，

1,３７６万円を減額するものでございます。同款同項１４目交通対策費のうち，１９節負担金補

助及び交付金につきましては，利用者の減により，バス路線維持に係る負担金補助金に不足を生

じましたことから，１１１万5,０００円を追加するものでございます。 

 １８ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。１５目国民体育大会費の補

正につきましては，本市において，行幸啓が実施されなかったこと及び競技会場設営費等の入札

差金により1,３７４万2,０００円を減額するものでございます。同款同項１６目諸費のうち，１

７節公有財産購入費の補正につきましては，子育て世帯向け住宅として取得予定でありました東

京航空局山下宿舎の土地及び建物について，購入費の見積もり合わせが不調となり，契約に至ら

なかったことに伴い，2,９３８万4,０００円を減額するものでございます。同目１９節負担金補

助及び交付金の補正につきましては，新婚家庭家賃助成や民間賃貸住宅建築助成などの定住促進

助成件数が見込みよりも少なかったことにより，合わせまして，3,３１２万2,０００円を減額す

るものでございます。 

 ２０ページをお開き願います。 



 ４４ 

 下段の３款１項１目社会福祉総務費のうち，１３節委託料の補正につきましては，消費税率の

引き上げに伴う低所得世帯及び子育て世帯における家計の負担緩和や地域の消費を下支えするた

めに，国が実施をいたしましたプレミアム付き商品券事業において，購入件数が見込みよりも少

なかったことに伴い，2,９４８万9,０００円を減額するものでございます。同款同項２目老人福

祉費の補正につきましては，養護老人ホーム入居者数が見込みよりも少なかったため，2,１００

万円を減額するものでございます。 

 ２１ページをご覧願います。 

 中段の３款４項１目災害救助費のうち，２１節貸付金の補正につきましては，台風第１９号に

より被災した世帯の生活再建のために貸し付けます災害援護資金貸付金について，全壊５件分，

大規模半壊及び半壊２０件分を見込み，4,６５０万円を予算化しましたが，申請において，半壊

２件，貸付金額３０７万円にとどまりましたことから，4,００３万円を減額するものでございま

す。 

 ２２ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，上段は，４款１項保健衛生費でございます。７目環境衛生費の

うち，１９節負担金補助及び交付金の補正につきましては，台風第１９号により被災した新地浄

水場の復旧事業が国の補助対象となりましたことに伴い，一般会計から水道事業会計への補助金

3,０６７万4,０００円を減額するものでございます。 

 ２４ページをお開き願います。 

 上段の５款２項２目林業振興費のうち，２５節積立金の補正につきましては，国からの森林環

境譲与税が増額されたこと及び森林整備事業の歳出予算の減額に伴い，森林環境譲与税基金へ積

み立てるため，３８８万5,０００円を追加するものでございます。 

 下段の６款１項１目商工総務費の補正につきましては，台風第１９号により被災した花房取水

場の復旧事業が国の補助対象となりましたことに伴い，一般会計から工業用水道事業会計への補

助金７４８万円を減額するものでございます。同款同項４目観光費の補正につきましては，日韓

関係の悪化による航空便の運休に伴う事業の縮減により，合わせまして５１７万9,０００円を減

額するものでございます。 

 ２５ページをご覧願います。 

 下段は７款２項道路橋りょう費でございます。２目道路維持費のうち，１５節工事請負費の補

正につきましては，小菅町地内市道の落石防止対策工事において，必要最低限の工事内容に見直

したことに伴い，2,０５７万円を減額するものでございます。同款同項３目道路新設改良費のう

ち，１５節工事請負費の補正につきましては，国補助金が追加交付されることに伴い，市道幡小

沢線等の改良工事費の費用として，3,２００万円を追加するものでございます。 

 ２６ページをお開き願います。 

 下段の７款５項１目下水道費の補正につきましては，台風第１９号により被災した松栄町の農

業集落排水処理場の復旧事業が国の補助対象となりましたことに伴い，一般会計から下水道事業

会計への補助金１億7,９９１万5,０００円を減額するものでございます。 



 ４５ 

 ２７ページをご覧願います。 

 中段の８款１項２目非常備消防費のうち，８節報償費の補正につきましては，消防団員の退職

報償費が見込みよりも増えたことに伴い，９６１万9,０００円を追加するものでございます。同

款同項５目災害対策費のうち，１３節委託料，右側，説明の欄３行目，防災行政無線設計業務委

託料の補正につきましては，防災行政無線デジタル化に伴う実施設計業務委託の入札差金により，

2,０３６万9,０００円を減額するものでございます。 

 ２８ページをお開き願います。 

 下段の９款２項１目学校管理費のうち，１３節委託料，右側，説明の欄２行目，通信ネットワ

ーク環境施設整備機械保守委託料から同目１５節工事請負費の補正につきましては，国の教育の

ＩＣＴ化に向けた環境整備５カ年計画に基づいて行う太田小学校の校内通信ネットワーク整備に

係る経費として，合わせまして1,５８３万2,０００円を追加するものでございます。 

 ３０ページをお開き願います。 

 中段の１０款２項１目道路橋りょう災害復旧費の補正につきましては，台風第１９号により被

災した道路橋梁の復旧事業の内容の確定により，１３節委託料及び１５節工事請負費，合わせま

して１億2,２００万円を減額するものでございます。 

 下段の１１款１項１目元金の補正につきましては，東日本大震災に係る災害援護資金貸付償還

金が見込みよりも多かったことから，８０万1,０００円を追加するものでございます。同款同項

２目利子の補正につきましては，借入額及び借入利率の確定により1,８６１万8,０００円を減額

するものでございます。 

 恐れ入りますが，６ページにお戻り願います。 

 第２表は，繰越明許費補正でございます。 

 １の追加でございますが，台風第１９号による災害対策に伴い，進捗に後れが生じた事業や国

の補正予算に基づくもの，関係機関との調整に日時を要したものなど，７ページまでの合計２６

事業を，それぞれの金額において，翌年度に繰り越すものでございます。 

 ８ページをお開き願います。 

 第３表は，債務負担行為補正でございます。 

 １は追加でございますが，ファイル無害化ＡＳＰライセンス使用料から，西山の里観光施設運

営業務までの業務につきましては，新年度４月当初からの業務開始に当たり，令和元年度中に契

約事務を進める必要があるため，限度額の範囲において，債務の負担を行うものでございます。 

 ９ページをご覧願います。 

 第４表は，地方債補正でございます。 

 １の追加でございますが，台風第１９号による災害復旧事業の財源としまして，合わせまして

５億１４０万円を追加するものでございます。 

 ２の変更でございますが，市債対象事業費の確定により，限度額合計を左側の２４億4,５４０

万円から，右側の２４億1,９４７万円に減額するものでございます。 

 議案第１６号は以上でございます。 



 ４６ 

 続きまして，議案第１７号は，令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,０９７万5,０００円を減額し，総額を５７億3,

４８６万7,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 上段の４款１項１目保険給付費等交付金の補正につきましては，今回の歳出予算の減額補正に

伴いまして，５８万5,０００円を減額するものでございます。 

 ２段目の６款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，国の負担金等の確定により，１

節保険基盤安定繰入金１０５万1,０００円，４節財政安定化支援事業繰入金２８４万2,０００円

を増額し，歳出予算の減額補正により，２節職員給与費等繰入金１３６万3,０００円，３節出産

育児一時金等繰入金３９３万円をそれぞれ減額するものでございます。 

 ３段目の６款２項１目支払準備基金繰入金の補正につきましては，歳出予算，予算調整による

減額でございます。 

 下段の８款３項５目雑入の補正につきましては，平成３０年度分退職被保険者等に係る国保事

業費納付金の精算に伴う返還金2,７４３万4,０００円を追加するものでございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項１目一般管理費の補正につきましては，特別調整交付金申請のためのレセプト

内容調査業務に係る入札差金２２２万6,０００円を減額するものでございます。 

 ２段目の同款２項１目徴税総務費の補正につきましては，職員の異動等により，７９万円を減

額するものでございます。同款同項２目賦課徴収費の補正のうち，１２節役務費につきましては，

暫定納期を排したことにより郵便料８０万円を，１３節委託料につきましては，入札差金により

４８万2,０００円を減額いたしました。 

 ３段目の同款３項１目運営協議会費の補正につきましては，台風第１９号の影響により，予定

されていた委員研修会へ参加できなかったことなどにより，１９万3,０００円を減額するもので

ございます。 

 下段の２款３項出産育児諸費の補正につきましては，出生数の減少により５８９万9,０００円

を減額するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。 

 ５款１項２目健康増進費の補正につきましては，歯周病検診の受診者が当初見込みよりも少な

いことが見込まれますことから，５８万5,０００円を減額するものでございます。 

 議案第１７号は以上でございます。 

 続きまして，議案第１８号は，令和元年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）で
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ございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額から，それぞれ１億4,３７３万7,０００円を減額し，総額を５

９億6,７９８万9,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 上段の３款１項１目介護給付費負担金及び２段目の同款２項２目地域支援事業交付金の補正に

つきましては，介護給付費及び地域支援事業費の減額に伴い，国庫支出金を減額するものでござ

います。同款同項４目災害臨時特例補助金の補正につきましては，台風第１９号で被災された方

の介護保険料及び利用料の減免に対する補助金４８万7,０００円を増額補正するものでございま

す。同款同項５目保険者機能強化推進交付金の補正につきましては，地域支援事業の適正化に対

する交付金の額が確定したことにより，６３８万4,０００円を計上するものでございます。 

 ３段目の４款１項支払基金交付金から５段目の５款３項県補助金までの補正につきましては，

介護給付費及び地域支援事業費の減額に伴い，県支出金等を減額するものでございます。 

 最下段の６款１項１目利子及び配当金の補正につきましては，支払準備基金積立金利子の確定

により７万8,０００円を増額補正するものでございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 ７款１項一般会計繰入金の補正につきましては，介護給付費，地域支援事業費等の歳出見込み

額が減額となりますことから，合計で3,８３７万3,０００円を減額補正するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項総務管理費の補正につきましては，職員の異動等に伴い，人件費等２９２万円

を減額するものでございます。 

 ２段目の２款１項１目居宅介護サービス給付費及び同款同項２目施設介護サービス給付費，１

目飛びまして，同款同項４目居宅介護福祉用具購入費から９ページ最下段の同款４項高額介護サ

ービス等費の補正につきましては，１２月までの各サービスの実績から，今後３月までに見込ま

れる費用を推計し，それぞれ減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，８ページにお戻り願います。 

 下段の２款１項３目地域密着型介護サービス給付費の補正につきましては，デイサービスの利

用が伸びていることから増額するものでございます。 

 １０ページをお開き願います。 

 上段の２款５項高額医療合算介護サービス等費の補正につきましては，３月までに見込まれる

費用を増額するものでございます。 

 ２段目の同款６項特定入所者介護サービス等費並びに１つ飛びまして，４款２項１目介護予防

生活支援サービス事業費の１３節委託料につきましては，１２月までのサービスの実績から，今
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後３月までに見込まれる費用を推計し減額するものでございます。 

 １つ戻りまして，３段目，４款１項包括的支援事業任意事業費の補正につきましては，ケアプ

ラン点検を目的といたします介護給付適正化総合支援システム委託料の契約額確定に伴い，減額

するものでございます。 

 最下段の同款２項１目介護予防生活支援サービス事業費のうち，１９節負担金補助及び交付金

につきましては，介護予防生活支援サービスの利用が伸びておりますことから増額するものでご

ざいます。 

 １１ページをご覧願います。 

 ６款１項１目支払準備基金積立金の補正につきましては，積立金の利子１５万6,０００円を増

額するものでございます。 

 議案第１８号は以上でございます。 

 補正予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げま

す。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔江尻伸彦上下水道部長 登壇〕 

○江尻伸彦上下水道部長 議案第１９号から議案第２２号までの４件について，提案者にかわり

ましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊の令和元年度公営企業会計補正予算書をご覧願います。 

 １枚おめくり願います。 

 議案第１９号は，令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。収入の第１款水道事業収益につきまして

は，第３項特別利益を3,０６７万4,０００円減額し，１２億5,０９０万1,０００円とするもので

ございます。支出の第１款水道事業費用につきましては，第３項特別損失を収入と同額の3,０６

７万4,０００円減額し，１２億3,８５８万9,０００円とするものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正でございます。 

 補塡財源の内訳につきましては，ご覧のとおりでございます。 

 収入の第１款資本的収入につきましては，第１項企業債1,６２０万円，第４項補助金1,１３０

万円を追加し，４億4,７４２万5,０００円とするものでございます。 

 支出の第１款資本的支出につきましては，第１項建設改良費2,２７１万円を追加し，９億6,１

９２万4,０００円とするものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１０ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款水道事業収益の１節一般会計補助金につきましては，台風１９号により被災した施設の復
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旧工事の財源として一般会計補助金を充当しておりましたが，企業債及び国庫補助金の確定見込

みにより，一般会計補助金3,０６７万4,０００円を減額するものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款水道事業費用の３節修繕費の中から，新地浄水場電気盤復旧工事及び新地浄水場地下水場

内井戸取水ポンプ盤復旧工事3,０６７万4,０００円を資本的支出の工事費へ組みかえるものでご

ざいます。 

 １１ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款資本的収入１項１目企業債は，1,６２０万円を追加するものでございます。 

 また，４項１目１節国庫補助金は，確定見込みに伴い，1,１３０万円を追加するものでござい

ます。 

 次に，支出でございます。 

 １款資本的支出１項２目上水道改良費の１節工事費については，新地浄水場電気盤本復旧工事

及び新地浄水場地下水場内井戸取水ポンプ盤復旧工事を，収益的支出の修繕費から組みかえるも

のでございます。また，県道常陸太田大子線に架かる増井橋橋梁添架の排水布設替え工事を予定

しておりましたが，県の橋梁長寿命化事業の見直しにより，本年度の施工が困難となったため，

７９６万4,０００円の減額をするものでございます。 

 恐れ入りますが，２ページにお戻り願います。 

 第４条は，企業債の補正でございます。起債の目的及び限度額を地方公営企業災害復旧事業1,

６２０万円とするものでございます。 

 なお，３ページから９ページに補正予算の説明書がございますので，後ほどご覧いただきたい

と存じます。 

 続きまして，議案第２０号令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

 恐れ入りますが，１２ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。収入の第１款工業用水道事業収益につい

ては，第３項特別利益を７４８万円減額し，１億1,４６８万2,０００円とするものでございます。

支出の第１款工業用水道事業費用については，３項特別損失を収入と同額の７４８万円減額し，

１億1,４２６万6,０００円とするものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正でございます。 

 補てん財源の内訳につきましては，ご覧のとおりでございます。 

 収入の第１款資本的収入につきましては，１項企業債２４０万円，２項補助金４３０万円を追

加し，６７０万円とするものでございます。 

 支出の第１款資本的支出につきましては，１項建設改良費を７４８万円追加し，2,８００万円

とするものでございます。 
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 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，２０ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 第１款工業用水道事業収益の第１節一般会計補助金につきましては，台風１９号により被災し

た施設の復旧工事の財源として一般会計補助金を充当しておりましたが，企業債及び国庫補助金

の確定見込みにより，一般会計補助金７４８万円を減額するものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款工業用水道事業費用の３節修繕費の中から，花房取水場電気盤復旧工事７４８万円を減額

し，資本的支出の工事費へ組み替えるものでございます。 

 次に，２１ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款資本的収入１項１目企業債は，災害復旧工事に充てるため，２４０万円を追加するもので

ございます。 

 また，２項補助金１目１節国庫補助金は，確定見込みに伴い，４３０万円を追加するものでご

ざいます。 

 次に，支出でございます。 

 １款基本的支出１項１目工業用水道事業改良費１節工事費でございます。花房取水場電気盤復

旧工事を収益的支出の修繕費から組み替えるものでございます。 

 恐れ入りますが，１３ページにお戻り願います。 

 第４条は，企業債の補正でございます。起債の目的及び限度額を地方公営企業災害復旧事業２

４０万円とするものでございます。 

 なお，１４ページから１９ページに補正予算の説明書がございますので，後ほどご覧いただき

たいと存じます。 

 続きまして，議案第２１号令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）でござ

います。 

 恐れ入りますが，２２ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，資本的収入及び支出の補正でございます。 

 補塡財源の内訳につきましては，ご覧のとおりでございます。 

 収入の第１款資本的収入につきましては，１項企業債2,７００万円を減額し，6,８２８万2,０

００円とするものでございます。支出の第１款資本的支出につきましては，１項建設改良費2,７

０６万円を減額し，１億5,７００万4,０００円とするものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，３４ページをお開き願います。 

 １款資本的収入１項１目企業債2,７００万円は，工事費減額に伴う簡易水道事業債及び過疎対

策事業債の減額でございます。 
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 次に，支出でございます。 

 １款資本的支出１項１目簡易水道事業改良費の７節工事費2,７０６万円の減額につきましては，

国道４６１号北沢トンネル内の送水管新設工事でございますが，占用条件変更等により，今年度

の施工が困難となったため，減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，２２ページにお戻り願います。 

 第３条は，特例的収入及び支出の補正でございます。公営企業会計導入時に計上するもので，

当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額をそれぞれ2,８４７万9,０

００円及び2,０４８万5,０００円に改めるものでございます。 

 第４条は，企業債の補正でございます。簡易水道事業費は1,４９０万円を減額し，3,６４０万

円とするものでございます。また，過疎対策事業費は1,２１０万円を減額し，2,９８０万円とす

るものでございます。 

 なお，２３ページから３３ページに補正予算の説明書がございますので，後ほどご覧いただき

たいと存じます。 

 続きまして，議案第２２号令和元年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 恐れ入りますが，３５ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，農業集落排水事業収益的収入及び支出の補正でございます。 

 災害による損失の財源に充てるため，企業債３８３万円を借り入れるものでございます。 

 ３款農業集落排水事業収益３項特別利益を企業債相当額の３８３万円減額し，収入合計を１９

億8,４１７万1,０００円とするものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正でございます。 

 補塡財源の内訳につきましては，ご覧のとおりでございます。 

 収入につきましては，第３款農業集落排水事業資本的収入１項企業債を４７０万円増額し，２

項補助金を4,３７３万円減額して，収入合計を６億４７７万5,０００円とするものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 第１款，公共下水道事業資本的支出１項建設改良費を３００万円減額し，支出合計を１１億9,

８６１万9,０００円とするものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，４８ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 ３款農業集落排水事業収益の１節他会計補助金につきましては，災害復旧に係る財源を，２目

１節国庫補助金1,４６０万7,０００円，資本的収入の３款農業集落排水事業資本的収入１目１項

企業債３８３万円を充て，財源の組みかえを行い，他会計補助金1,８４３万7,０００円を減額す

るものでございます。 

 ４９ページをご覧願います。 
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 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 ３款農業集落排水事業資本的収入につきましても，災害復旧にかかる財源を組み替えたもので

ございます。国庫補助金の確定見込みにより，１項１目１節企業債4,３７０万円及び２項１目１

節国庫補助金１億1,７７４万8,０００円を追加し，２目１節他会計補助金１億6,１４７万8,００

０円を減額するものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款公共下水道事業資本的支出でございます。１項２目施設改良費の１節工事請負費３００万

円の減額につきましては，国道２９３号道路改良工事の竣工が見込めないことから，国道２９３

号，本管布設工事を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，３５ページにお戻り願います。 

 第４条は，特例的収入及び支出の補正でございます。簡易水道事業と同じように，公営企業会

計導入時に計上するもので，当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金

額をそれぞれ9,０７３万8,０００円及び１億１１１万7,０００円に改めるものでございます。 

 ３６ページをご覧願います。 

 第５条は，企業債の補正でございます。起債の目的及び限度額を地方公営企業災害復旧事業4,

７５０万円とするものでございます。 

 なお，３７ページから４７ページに補正予算の説明書がございますので，後ほどご覧いただき

たいと存じます。 

 議案第１９号から議案第２２号の公営企業会計補正予算に係る説明は以上でございます。ご審

議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

 なお，午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午後０時０７分休憩 

            ─────────────────── 

午後１時００分再開 

○成井小太郎議長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第２３号ないし議案第３０号 

○成井小太郎議長 日程第５，議案第２３号令和２年度常陸太田市一般会計予算について，議案

第２４号令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第２５号令和２年度常

陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第２６号令和２年度常陸太田市介護保険特

別会計予算について，議案第２７号令和２年度常陸太田市水道事業会計予算について，議案第２

８号令和２年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について，議案第２９号令和２年度常陸太田

市簡易水道事業会計予算について，議案第３０号令和２年度常陸太田市下水道事業等会計予算に

ついて，以上８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 



 ５３ 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 議案第２３号から議案第２６号までの４件につきまして，提案者にかわりま

してご説明いたします。 

 令和２年度常陸太田市予算書をご覧願います。 

 ２枚おめくり願います。議案第２３号は，令和２年度常陸太田市一般会計予算書でございます。 

 １枚おめくり願います。３ページでございます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額を２５７億5,７００万円とするものでございます。第２条で債務

負担行為を，第３条で地方債を，第４条は一時借入金の借り入れの最高額を２０億円と定め，第

５条で歳出予算の流用を定めております。 

 主な内容につきましては，事項別説明書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１７ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 上段の１款１項１目市民税個人につきましては２２億9,４６４万9,０００円といたしました。

生産年齢人口の減少により，減額の見込みとしたものでございます。 

 下段の同款２項１目固定資産税につきましては２１億4,１５６万2,０００円といたしました。

居宅や共同住宅の新築等により，前年度と比較し増額を見込んだものでございます。 

 少し飛びまして，２０ページをお開き願います。 

 下から２段目の２款地方譲与税から，１枚おめくりいただきまして，２２ページ，２段目の１

０款地方特例交付金までの各種交付金につきましては，地方財政計画における収入見込みや前年

度の実績等を勘案し，合わせまして１５億6,５７４万2,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，１枚お戻りいただきまして，２１ページをご覧願います。 

 下から３段目の６款法人事業税交付金につきましては，法人市民税法人税割額の減収分の補塡

措置として，県から新たに交付されるものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ３段目の１１款地方交付税につきましては，８９億8,３００万円といたしました。地方財政計

画における増額計上や普通交付税における合併算定替えの適応期間終了を勘案し，右側説明の欄

１行目，普通交付税７０億9,５００万円を見込みますとともに，２行目，特別交付税は清掃セン

ター設備改良工事の財源であります震災復興特別交付税７億3,６００万円を含め，１８億8,８０

０万円としたものでございます。 

 最下段の１３款１項２目民生費負担金のうち，２節児童福祉費負担金の右側説明の欄２行目，

保育施設等利用者負担金につきましては，2,５０５万7,０００円を計上いたしました。前年に比

べ２０６万2,０００円の減となっておりますが，これは保育園等の給食費を無償化することによ

るものでございます。 

 少し飛びまして，２６ページをお開き願います。 

 下段の１５款２項３目衛生費国庫補助金のうち，２節清掃費補助金３億8,７８０万3,０００円

につきましては，主に清掃センター基幹的設備改良事業の財源として計上いたしました。 
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 ２７ページをご覧願います。上段の同款同項４目土木費国庫補助金の１節道路橋りょう費補助

金でございますが，右側説明の欄１行目，社会資本整備総合交付金の防災安全分は，新宿天神林

線の整備費の財源として，同じく２行目の補修事業分は，橋りょうの定期点検及び長寿命化工事

費の財源として，同じく３行目の通常分，及び同じく４行目の道整備交付金は，市道０１３９号

線整備費の財源として，合わせまして５億9,４２７万円を計上いたしました。同目２節都市計画

費補助金の右側説明の欄２行目，都市再生整備計画事業補助金１億6,０００万円につきましては，

東部地区開発促進事業における市道，公園，調整池等整備工事の財源として計上いたしました。

同款同項７目災害復旧費国庫補助金5,９４９万1,０００円につきましては，台風第１９号により

被災した新落合橋及び地徳橋の復旧工事の財源として計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，３３ページをお開き願います。 

 上段の１９款２項１目財政調整基金繰入金につきましては，前年度より１０億2,９８９万4,０

００円減の５億4,２１０万6,０００円といたしました。同款同項２目減債基金繰入金につきまし

ては，前年度より６億７０５万8,０００円増の７億7,５１０万9,０００円といたしました。これ

は，自然災害発生時に財政調整基金の活用が想定されますことから，減債基金を公債費の財源と

して活用することで，財政調整基金からの繰入額を抑制したものでございます。同款同項６目金

砂郷地区学校建設基金繰入金，及び同じく７目里美地区学校建設基金繰入金につきましては，金

砂郷中学校及び里美小中学校整備に係る公債費の財源としまして，合わせまして5,１８４万7,０

００円を計上するものでございます。金砂郷地区及び里美地区の学校建設基金につきましては，

常陸太田市学校建設基金へ統合することを検討したところでございますが，各基金の設置，管理

及び処分に関する条例において，整備した学校施設の公債費の財源として基金を活用できること

と定めておりますことから，当面の期間公債費に充当し，基金残高がなくなり次第，基金を廃止

することといたしました。 

 ２段目の２０款繰越金でございますが，前年度と同額の２億5,０００万円を計上いたしました。 

 ３４ページをお開き願います。 

 下段の２１款４項３目雑入でございますが，２節学校給食費徴収金１億７２８万円につきまし

ては，公立幼稚園等の給食費の無償化により，前年に比べ７３９万5,０００円の減としておりま

す。同目３節雑入につきましては，前年に比べ2,６５７万円増の２億1,０５３万3,０００円を計

上いたしました。主な要因につきましては，１枚おめくりいただき，３６ページの上段，右側説

明の欄最下行の「桃源」販売収入2,１２３万8,０００円でございまして，令和２年度より「桃源」

を市が直営で運営することに伴い，新たに追加したものでございます。 

 下段の２２款市債でございます。３目消防債につきましては，右側説明の欄１行目，防災行政

無線デジタル化事業，及び２行目の茨城防災指令センターコンピューター関連機器更新整備事業

の財源といたしまして，合わせまして１億2,５７０万円を計上いたしました。同款同項４目災害

復旧債につきましては，台風第１９号により被災した橋りょうの災害復旧事業の財源といたしま

して2,６３０万円を計上いたしました。５目過疎対策事業債につきましては，右側説明の欄下か

ら２行目，小学校整備事業債として水府小中学校屋内運動場の整備を行うほか，合わせまして９
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億5,９１０万円を計上いたしました。６目合併特例事業債につきましては，右側説明の欄１行目，

道路橋りょう整備事業債で，市道０１３９号線整備事業を，２行目の新市街地開発促進事業債で，

東部地区開発促進事業として，合わせまして７億7,８３０万円を計上いたしました。 

 ３７ページをご覧願います。 

 上段でございますが，市債全体といたしまして，合計２５億4,７７０万円を計上いたしました。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして，４８ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は２款１項５目財産管理費でございます。１４節工事請

負費5,３９２万2,０００円につきましては，庁舎長寿命化計画に基づき，本庁舎の照明器具改修

工事を行う費用として計上いたしました。 

 ４９ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，２款１項６目企画費でございます。１２節委託料の右側説明

の欄１行目，総合計画策定支援業務委託料５１８万6,０００円につきましては，第６次総合計画

の後期基本計画を策定する費用として計上いたしました。 

 ５１ページをお開き願います。 

 上段は，目の記載はございませんが，２款１項７目支所費でございます。１４節工事請負費の

右側説明の欄２行目，施設解体工事９１０万8,０００円につきましては，市公共施設等再配置計

画に基づき，旧やまざくら保育所の園舎を解体する費用として計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，５７ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。１５目諸費の１２節委託料

につきましては，恐れ入りますが，次の５８ページ，右側説明の欄１行目をご覧願います。マイ

ナンバーカード利活用促進支援業務委託料９９４万4,０００円につきましては，マイナンバーカ

ードの普及及び利活用の促進を図るため，カード利活用促進支援事業を委託する費用として計上

いたしました。同目１８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，助成金の１行目，新

婚家庭家賃助成事業費から，３行目の民間賃貸住宅建築助成費までにつきましては，引き続き市

内定住を促進するため，合わせまして１億2,８３８万円を計上いたしました。なお，民間賃貸住

宅建築助成費につきましては，民間賃貸住宅の新築，建てかえ経費の助成に加え，新たに建設予

定地における既存建物の解体費や賃貸住宅リニューアル費用の助成を追加し，引き続き少子化・

人口減少対策に取り組んでまいります。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，６２ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，２款３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。１２節委託

料の右側説明の欄下から２行目のコンビニ証明書交付システム委託料４３５万6,０００円につき

ましては，市民サービスの向上を図るため，各種証明書のコンビニ交付を導入する費用として計

上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，６７ページをお開き願います。 
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 款項目の記載はございませんが，３款１項１目社会福祉総務費でございます。１２節委託料，

右側説明の欄下から２行目，子どもの学習・生活支援事業委託料４５２万1,０００円につきまし

ては，生活保護世帯等の中学生を対象とした学習支援教室の実施回数を現行の週１回から週２回

に増やすとともに，新たに自宅と実施会場間の送迎サービスを追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして，８０ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は，３款２項２目保育所費でございます。１４節工事請

負費の右側説明の欄２行目，施設解体工事1,８０４万円につきましては，市公共施設等再配置計

画に基づき，旧すいふこども園の園舎を解体する費用として計上いたしました。 

 ８１ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は，３款２項３目児童措置費でございます。１８節負担

金，補助及び交付金の右側説明の欄，負担金の１行目，施設型給付費につきましては，本年４月

から愛保育園が公私連携型保育所に移行することに伴い，前年度より１億7,５１４万4,０００円

増額し，民間保育園等全体分として，６億8,１１７万1,０００円を計上いたしました。なお，愛

保育園が公私連携型保育所に移行することに伴い，施設型給付費は増額となりますが，令和元年

度まで計上しておりました愛保育園にかかる指定管理料が１億4,３９２万円減額となっておりま

す。同じく，右側説明の欄，補助金の下から２行目，民間保育教育施設利用者給食補助事業費に

つきましては，民間の保育園等における給食費を無償化することに伴い，民間保育園等へ補助す

る費用として2,２２７万7,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，８７ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，４款１項保健衛生費でございます。３目母子衛生費のうち，１

２節委託料，右側説明の欄１行目，妊婦・乳児健康診査委託料2,６９１万3,０００円につきまし

ては，妊婦の産後健診及び乳児健診費用の助成に加え，新たに新生児の聴覚検査実費5,０００円

に対し，3,０００円の助成を追加し，妊婦や乳児健診の支援の充実を図ってまいります。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，９２ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，４款１項保健衛生費でございます。１０目霊園費のうち，１２

節委託料，右側説明の欄４行目，瑞竜霊園測量基本設計委託料７０９万5,０００円，及び，次の

９３ページをご覧いただきまして，上段の同目１４節工事請負費９５０万円につきましては，霊

園購入希望者のニーズに対応するため，未整備となっております瑞竜霊園東側地区を整備する費

用として計上したものでございます。 

 ９５ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，４款２項２目塵芥処理費でございます。１４節工事請負費の

右側説明の欄１行目，清掃センター基幹的設備改良工事１３億8,９４９万1,０００円につきまし

ては，平成３０年度から開始した施設長寿命化工事の最終年度分として計上したものでございま

す。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１０２ページをお開き願います。 

 款項目節の記載はございませんが，５款１項３目農業振興費の１８節負担金，補助及び交付金
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でございます。右側説明の欄の中ほど，中古農機購入事業費１００万円。 

 恐れ入りますが，次の１０３ページをご覧願います。 

 同節の助成金の２行目，新規就農者家賃支援事業費２４万円，同節奨励金のＵＩＪターン就農

２０万円をそれぞれ計上し，地域農業を支える担い手の育成を図るため，引き続き新規就農者を

支援してまいります。同じく１０３ページ，４目畜産業費でございますが，１２節委託料の右側

説明の欄２行目，農畜産物等加工施設指定管理料1,８６０万円につきましては，チーズ工房の管

理運営を委託する費用として計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１０７ページをお開き願います。 

 款項目節の記載はございませんが，上段は，５款２項２目林業振興費１２節委託料でございま

す。右側説明の欄３行目，森林整備意向調査等委託料７２０万3,０００円，及び５行目の調査設

計委託料3,８９９万5,０００円につきましては，森林環境譲与税を財源とし，森林の経営や管理

に関するアンケート及び森林の樹木の種類や本数等の解析調査を実施する費用として計上いたし

ました。 

 １０８ページをお開き願います。 

 上段は款項目の記載はございませんが，５款２項３目林業施設費でございます。１２節委託料

のうち，右側説明の欄２行目，立木伐採等委託料７４２万5,０００円及び１４節工事請負費の右

側説明の欄１行目，林道開設改良舗装工事６０７万2,０００円並びに１６節公有財産購入費５８

５万円につきましては，林道茅根線を整備する費用として計上したものでございます。同じく１

８節負担金，補助及び交付金5,６８０万円につきましては，県が実施する奥久慈グリーンライン

林道整備費用の本市負担金として計上したものでございます。 

 １１０ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，６款１項商工費でございます。２目商工振興費のうち，１２節

委託料，右側説明の欄，下から４行目のキャッシュレス推進業務委託料1,０００万円につきまし

ては，国のマイナポイント事業にあわせ，市内店舗のキャッシュレス決済導入を促進するため，

プレミアムポイント付与分及びカードリーダー等の機器リース代の助成費用として計上したもの

でございます。 

 １１１ページをご覧願います。 

 同目１８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，補助金の１行目，プレミアム商品

券事業費1,５７０万円につきましては，市単独のプレミアムつき商品券事業を商工会へ補助する

ものでございます。令和元年度と同様に，１万2,０００冊を発行するものでございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１１４ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，６款１項４目観光費でございます。１４節工事請負費の右側

説明の欄１行目，施設改修工事6,０５５万2,０００円につきましては，金砂の湯の空調設備及び

水府物産センターのトイレ改修費用として，２行目の施設解体工事３１４万6,０００円につきま

しては，プラトー里美に新たにオートキャンプ場を整備することに伴い，ローラー滑り台を解体

撤去する費用として計上いたしました。 
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 恐れ入りますが，少し飛びまして，１２１ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，７款２項道路橋りょう費でございます。３目道路新設改良費で

ございますが，１２節委託料，右側説明の欄１行目，測量調査設計委託料７億7,２２４万4,００

０円のうち７億4,５７４万4,０００円，及び１６節公有財産購入費１億5,３５１万2,０００円の

うち１億3,４０１万円，さらに，２１節補償，補塡及び賠償金，右側説明の欄１行目家屋樹木等

補償金２億４９６万円のうち7,１２６万円につきましては，市道０１３９号線整備に係る費用と

して，合わせまして９億5,１０１万4,０００円を計上いたしました。同目１４節工事請負費にお

戻りいただき，右側説明の欄１行目，道路新設改良舗装工事４億７８０万円につきましては，新

宿天神林線，和田岩手線，吹上戸屋下線など市道整備費用として計上いたしました。 

 １２３ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，７款４項１目都市計画総務費でございます。１２節委託料，

右側説明の欄最終行，測量調査設計委託料及び１４節工事請負費の右側説明の欄１行目，道路新

設改良舗装工事から３行目の排水路工事につきましては，東部土地区画整理事業地内の道路，公

園，調整池等の公的部分の整備費用として，合わせまして２億9,４５２万円を計上したものでご

ざいます。 

 また，次の１２４ページの１８節負担金，補助及び交付金の右側説明の欄，負担金の２行目，

公共施設等管理者負担金１億3,３００万円につきましては，区画整理事業地内の公園及び道路用

地を土地区画整理組合から取得するため計上したものでございます。 

 １２７ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，７款６項１目住宅管理費でございます。１４節工事請負費の

右側説明の欄２行目，市営住宅解体工事2,３６１万1,０００円及び２１節補償，補塡及び賠償金

３５２万円につきましては，市公共施設等再配置計画に基づき，用途廃止の対象となる市営住宅

１４棟２１戸の解体費用及び入居者の移転補償費として計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１３０ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，８款１項１目常備消防費でございます。１８節負担金，補助

及び交付金の右側説明の欄，負担金の下から４行目，ラピッドカー運営負担金４６６万2,０００

円につきましては，日立，高萩，北茨城市及び日製日立総合病院等で構成する運営協議会へ加入

するための費用として計上いたしました。協議会が運営を行います医師が救急現場へ向かうため

の緊急自動車，いわゆるラピッドカーの運用エリアに加わることにより，緊急傷病者に対し早期

の医師介入を確保することにより，救命率の向上につなげてまいります。 

 １３３ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は，８款１項３目消防施設費でございます。１４節工事

請負費1,０２４万3,０００円につきましては，消防団組織改編に伴い不要となる機械器具置場等

の解体費用として計上したものでございます。同目１７節備品購入費1,９６４万3,０００円につ

きましては，金砂郷支団の消防団車両１台分の更新費用として計上いたしました。 

 １３４ページをお開き願います。 
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 款項目の記載はございませんが，８款１項５目災害対策費でございます。１２節委託料の右側

説明の欄４行目，防災行政無線設計業務委託料６９５万2,０００円及び同目１４節工事請負費の

右側説明の欄１行目，防災行政無線システム整備工事費１億３３４万5,０００円につきましては，

緊急情報を迅速かつ的確に市民へ伝達するため，防災行政無線をデジタル化する費用として計上

いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１３９ページをお開き願います。 

 上段は款項目の記載はございませんが，９款１項３目教育指導費でございます。１２節委託料，

右側説明の欄１行目，外国語指導助手派遣業務委託料1,１５５万円につきましては，小学校高学

年において，令和元年度より外国語が教科となったことを踏まえ，英語力の向上を図るため，小

学校へ外国人による英語指導助手を派遣する費用として計上いたしました。 

 １４１ページをお開き願います。 

 款項の記載はございませんが，９款２項小学校費でございます。２目教育振興費のうち，７節

報償費，右側説明の欄１行目，入学祝い品代５２３万1,０００円につきましては，子育て家庭の

経済的負担の軽減を目的に，小学校入学児童に対し，入学祝い品として体操服のセットを給付す

る費用として計上いたしました。 

 １４２ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款２項２目教育振興費でございます。１８節負担金，補助

及び交付金でございますが，恐れ入りますが，１４３ページをご覧願います。 

 １行目の右側説明の欄，英語検定料９万3,０００円につきましては，英語力向上を目的として，

英語検定料の一部を助成する費用を計上いたしました。これは，中学生が対象でしたが，令和２

年度より小学５，６年生にも拡充して実施するものでございます。同じく１４３ページ，同款同

項３目学校建設費の１４節工事請負費５億4,５５２万8,０００円につきましては，水府小中学校

の既存校舎解体工事及び屋内運動場建築工事の費用として計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１５３ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は，９款５項３目文化振興費でございます。１２節委託

料，右側説明の欄１行目，埋蔵文化財調査業務委託料7,３８８万5,０００円のうち4,３５２万7,

０００円につきましては，ＪＴ跡地の利活用のための埋蔵文化財発掘調査を実施する費用として

計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１６１ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，上段は，９款５項８目社会教育施設費でございます。１４節

工事請負費，右側説明の欄１行目，施設補修工事１億６１９万3,０００円につきましては，交流

センターふじの空調設備の改修工事費用を計上いたしました。同じく２行目の施設整備工事及び

３行目の設備整備工事につきましては，市民交流センターのトイレ洋式化及び大ホールの舞台設

備改修費用として，合わせまして8,５４２万6,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，１６６ページをお開き願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款６項４目体育施設費でございます。１２節委託料につき
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ましては恐れ入りますが，１６７ページをご覧願います。 

 右側説明の欄上から４行目，山吹運動公園土地利用基本計画策定業務委託料６８９万7,０００

円につきましては，今年度に策定を行いますスポーツ施設整備計画に基づき，市民体育館を中心

とした施設の更新に係る基本計画を作成するための費用として計上いたしました。同目１４節工

事請負費１億7,９５０万円につきましては，大里ふれあい広場の野球場の防球ネット改修費用と

して計上いたしました。 

 １６８ページをお開き願います。 

 ２段目の１０款災害復旧費9,９００万円につきましては，台風第１９号により被災した新落合

橋及び地徳橋の復旧費用として計上したものでございます。 

 最下段の１２款予備費につきましては，相次ぐ自然災害の発生に備え，台風第１９号災害の初

期対応において要した金額を考慮し，前年よりも2,０００万円増額の5,０００万円としたもので

ございます。 

 歳出は以上でございます。 

 恐れ入りますが，１０ページにお戻り願います。 

 第２表は債務負担行為でございます。債務負担行為を設定する事業はご覧の８事業でございま

して，それぞれの期間，限度額により，令和２年度に債務の負担を行うものでございます。 

 １１ページをご覧願います。 

 第３表は地方債でございます。地方債を起こします各事業はご覧の８事業で，限度額を総額２

５億4,７７０万円とするものでございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては記載

のとおりでございます。後ほどご覧置き願います。 

 議案第２３号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２４号は，令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算でございます。 

 １８３ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を５４億2,２８３万9,０００円とするものでございます。第２

条は，一時借入金の借り入れ最高額を１億5,０００万円と定め，第３条で歳出予算の流用を定め

ております。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１８９ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきましては，被保険者数が減少しておりますこ

とから，前年度より4,１２６万5,０００円減の８億9,３０９万1,０００円といたしました。同款

同項２目退職被保険者等国民健康保険税につきましては，退職者医療制度の廃止による経過措置

の終了に伴い，原則，令和２年度から対象者はいなくなりますが，遡及措置の適用により資格を

取得する場合を考慮し，１節医療給付費分現年課税分から３節介護納付金分現年課税分までの科

目の設定を行いました。４節医療給付費分滞納繰越分から６節介護納付金分滞納繰越分につきま

しては，滞納繰越分を見込み計上いたしました。 
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 １９０ページをお開き願います。 

 上段の３款１項国庫補助金につきましては，東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電

所事故に関して，保険税の減免及び治療給付に係る一部負担金等の減免措置を実施した場合に補

助金が交付されるため，災害臨時特例補助金の科目を設定いたしました。 

 ２段目の４款１項１目保険給付費等交付金の１節普通交付金につきましては，給付に要する費

用を県から交付されるもので，３９億3,２１０万3,０００円を計上いたしました。同目２節特別

交付金につきましては，右側説明の欄にございますように，医療費の適正化や健康づくり等への

取り組み状況に応じて交付される保険者努力支援分や，市の財政状況や特殊要因等に応じて交付

される特別調整交付金分等4,６５４万6,０００円を計上し，合わせまして保険給付費等交付金全

体で３９億7,８６４万9,０００円といたしました。 

 最下段の６款１項１目一般会計繰入金につきましては，主に法定外繰入である５節その他繰入

金の減により，前年度より4,５７６万9,０００円減の４億2,５０４万6,０００円を計上いたしま

した。 

 １９１ページをご覧願います。 

 上段の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，前年度より9,５２５万5,０００円減

の１億1,８５４万6,０００円といたしました。 

 ２段目の７款１項繰越金につきましては，療養給付費交付金繰越金を科目設定をしておりまし

たが，県単位化に伴い，国庫負担金等が県から交付されるため，繰越金が見込めませんことから，

廃目といたしました。 

 最下段から１９２ページにかけての８款３項雑入につきましては，前年並みの歳入見込み額を

計上いたしました。 

 歳入は以上でございます。 

 少し飛びまして，１９６ページをお開き願います。 

 歳出でございます。 

 上段の２款１項２目退職被保険者等療養給付費及び同項４目退職被保険者等療養費，恐れ入り

ますが，次の１９７ページ上段の２款２項２目退職被保険者等高額療養費，同項４目退職被保険

者等高額介護合算療養費につきましては，退職者医療制度は廃止になりましたが，遡及措置の適

用により資格を取得する場合を考慮し，最小限の予算を計上いたしました。 

 その他，１９６ページから１９８ページにかけましての２款保険給付費につきましては，それ

ぞれ前年までの実績等を勘案し，計上いたしました。 

 １９８ページをお開き願います。 

 ２段目の３款１項医療費給付費分から，１９９ページ上段の同款３項介護納付金までにつきま

しては，県に支払う納付金を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，１９８ページにお戻り願います。 

 ２段目の３款１項医療費給付分の下段，退職被保険者等医療費給付費分及び下段の同款２項後

期高齢者支援金等分の下段，退職被保険者等後期高齢者支援金等分につきましては，県より令和
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２年度は納付金が必要ない旨の通知がありますことから，予算計上を見送りました。 

 １９９ページをご覧願います。 

 最下段の５款１項１目保健衛生普及費のうち，１８節負担金，補助及び交付金の右側説明の欄，

補助金の人間ドック等検診につきましては，前年度当初予算時と同様に1,０５０人分，2,８５６

万6,０００円を計上いたしました。同項２目健康増進費につきましては，子宮がん，乳がん，胃

がん，大腸がん，肺がんのがん検診未受診者に対し受診勧奨を行い，受診率の向上を図るため，

７０万2,０００円を計上いたしました。 

 ２００ページをお開き願います。 

 上段の５款２項１目特定健康診査等事業費につきましては，１２節委託料のうち，右側説明の

欄３行目，特定健康診査業務委託料として，主に集団健診を実施するため，3,３８７万1,０００

円を計上いたしました。 

 議案第２４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２５号は，令和２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算でございま

す。 

 ２０９ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億3,４１０万4,０００円とするものでございます。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２１４ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 上段の１款１項後期高齢者医療保険料につきましては，茨城県広域連合より示された調停見込

み額６億3,０５８万1,０００円といたしました。増額の主な理由といたしましては，被保険者数

の増加に伴う保険料額の伸びに加え，８年ぶりとなる保険料率の改定による増額を見込んだこと

によるものでございます。 

 ３段目の３款１項一般会計繰入金につきましては，前年度よりも1,６３７万円増の２億９６万

6,０００円といたしました。増額の理由といたしましては，職員の異動等による事務費繰入金の

増及び茨城県後期高齢者医療広域連合より示された負担金見込み額による保険基盤安定繰入金が

増となったことによるものでございます。 

 ２１６ページをお開き願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項１目一般管理費につきましては，人件費等として1,５５４万4,０００円を，２

段目の同款２項徴収費につきましては，事務費として１０５万3,０００円を計上いたしました。 

 最下段の２款１項後期高齢者医療広域連合納付金８億1,４９５万2,０００円につきましては，

右側説明の欄１行目，保険料納付金６億3,０５８万1,０００円，２行目，保険基盤安定負担金１

億8,４３７万1,０００円を茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。前年度

よりも9,８０９万5,０００円の増額計上となっておりますが，主に保険料率の改定による後期高

齢者医療保険料納付金の増によるものでございます。 
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 議案第２５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２６号は，令和２年度常陸太田市介護保険特別会計予算でございます。 

 ２２３ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を６０億4,０００円とするものでございます。第２条は，一時

借入金の借り入れの最高額を３億1,０００万円と定め，第３条で，歳出予算の流用を定めたもの

でございます。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２３０ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料につきましては，６５歳以上の介護保険料でございますが，

低所得者の減額賦課により，前年度より4,５４７万9,０００円減の１１億2,１４８万1,０００円

を計上いたしました。 

 ３段目の３款１項国庫負担金から，恐れ入りますが，１枚おめくりいただきまして，２３２ペ

ージ上段の５款３項県補助金までは，国及び支払基金並びに県からの支出金でございまして，介

護給付費及び地域支援事業費に対するそれぞれの補助率等から，合計３８億3,２９９万円を計上

いたしました。 

 ３段目の７款１項一般会計繰入金につきましては，介護給付費や地域支援事業費，低所得者保

険料軽減負担金，職員給与費及び事務費等に係る一般会計からの繰入金として，合計９億8,５８

２万3,０００円を計上いたしました。 

 最下段の同款２項基金繰入金につきましては，支払準備基金から1,６７９万4,０００円を繰り

入れるものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 ２３４ページをお開き願います。 

 歳出でございます。 

 １款１項の総務管理費から，恐れ入りますが，１枚おめくりいただきまして，２３６ページ，

２段目の同款４項趣旨普及費まででございますが，職員や介護認定審査会委員等の人件費，事務

費等，合わせまして１億5,６９７万1,０００円を計上いたしました。 

 最下段の２款１項介護サービス等諸費から，１枚おめくりいただきまして，２３９ページ，２

段目の同款６項特定入所者介護サービス等費までの保険給付費につきましては，前年度の実績額

を勘案し，合わせまして4,４１９万7,０００円減の５５億5,４９５万2,０００円を計上いたしま

した。 

 最下段の４款１項２目包括的支援事業費につきましては，恐れ入りますが，次の２４０ページ

をお開き願います。 

 １２節委託料，右側説明の欄１行目，包括的支援事業委託料5,７６２万9,０００円につきまし

ては，高齢者の介護・医療など，生活に関するあらゆる相談に対応する地域包括支援センターの

業務を社会福祉協議会に委託するものでございます。同欄２行目，生活支援コーディネーター委
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託料2,４００万円につきましては，地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化

を目的とし，生活支援コーディネーターの業務を社会福祉協議会に委託するものでございます。

人員を５名から６名と１名増員し，体制の充実を図るため，増額計上するものでございます。同

款同項３目任意事業費につきましては，これまでの実績による件数等を勘案し，4,７６４万円を

計上いたしました。１２節委託料，右側説明の欄２行目，食の自立支援事業委託料3,３７０万6,

０００円につきましては，６５歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の方に安

否確認を兼ね夕食を届ける配食サービス，４万2,１３２食分でございます。同じく，説明の欄下

から３行目の介護給付適正化総合支援システム委託料２８８万2,０００円につきましては，利用

者が必要とするサービスに対し，過不足のないケアプランが作成されるようケアプランの点検を

行い，プランの質の向上を図るものでございます。 

 ２４１ページをご覧願います。 

 ２段目の４款２項１目介護予防・生活支援サービス事業費でございますが，１８節負担金，補

助及び交付金，右側説明の欄１行目のサービス事業費5,７００万2,０００円につきましては，訪

問型サービス及び通所型サービスに係る費用を計上し，それぞれ各介護サービス事業所に対し，

国保連合会を経由して支払うものでございます。同款同項２目一般介護予防事業費につきまして

は，1,５９６万9,０００円を計上いたしました。１２節委託料1,２９２万3,０００円につきまし

ては，右側説明の欄にございます在宅高齢者の健康寿命を延伸するために，シルバーリハビリ体

操，水中運動教室，栄養改善・口腔機能向上事業を，１枚おめくりいただきまして，右側説明の

欄１行目，スクエアステップ教室などの介護予防事業を社会福祉協議会等に委託するものでござ

います。 

 議案第２６号は以上でございます。 

 新年度予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げ

ます。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔江尻伸彦上下水道部長 登壇〕 

○江尻伸彦上下水道部長 議案第２７号から議案第３０号までの４件について，提案者にかわり

ましてご説明申し上げます。 

 別冊の公営企業会計予算書をご覧願います。 

 恐れ入りますが，２枚おめくり願います。 

 議案第２７号は，令和２年度常陸太田市水道事業会計予算についてでございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量で，給水戸数１万8,６７３戸，年間総給水量４７１万3,９５５立方メ

ートル，１日平均給水量は１万2,９１５立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につ

きましては２億5,６４８万円を予定しております。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第１款水道事業
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収益が１２億1,１０２万1,０００円でございます。支出につきましては，第１款水道事業費用が

１１億9,３１０万7,０００円でございます。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。補てん財源につきましてはご覧のとお

りでございます。収入につきましては，１款資本的収入が１億8,１６０万4,０００円でございま

す。支出につきましては，第１款資本的支出が６億5,６０６万円でございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的及び限度額を上水道事業１億５１０万円と

定めます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で，5,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用を定めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することができない経費の定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は5,４２９万7,０００円でございます。 

 第１０条は，棚卸資産購入限度額で，1,２８１万8,０００円と定めます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，２６ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目給水収益は１０億3,２６０万2,０００円と見込んでおります。 

 ２７ページをご覧願います。 

 ２項２目１節一般会計補助金は，未給水地域解消事業の企業債利子相当分や一般会計操出基準

に基づく補助金，また，操出基準以外といたしまして，施設浸水対策事業分など4,７６４万5,０

００円でございます。３目長期前受金戻入につきましては，償却資産の取得財源を減価償却にあ

わせて順次収益化するもので，9,６３７万3,０００円でございます。 

 ２８ページをお開き願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目原水及び浄水費は２億6,０５８万5,０００円で，５つの浄水場及び取水関連施設

の維持管理費を計上したものでございます。 

 ２９ページをご覧願います。 

 ２目配水及び給水費は１億4,３９３万4,０００円で，送配水ポンプ場，配水管，量水器などの

維持管理費用でございます。 

 ３１ページをお開き願います。 

 ３目総係費１億2,４９８万4,０００円は，職員９人分の人件費など管理的な経費を計上したも

のでございます。 

 ３３ページをお開き願います。 

 ４目減価償却費は５億３２５万円でございます。２項営業外費用については，支払い利息や消

費税及び地方消費税など１億4,１８２万円を計上したものでございます。 

 ３４ページをお開き願います。 
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 資本的収入及び支出の収入でございます。１款１項１目企業債については，建設改良費に充て

るため，１億５１０万円を借り入れるものでございます。 

 ２項１目工事負担金については，配水管布設替による消火栓補償費，下水道工事に伴い支障と

なる配水管布設がえ工事の負担金として，３９６万1,０００円を見込んでおります。 

 ３項１目出資金4,６６０万円については，上水道安全対策事業出資債を活用するものでござい

ます。 

 ４項１目１節国庫補助金1,９２９万1,０００円につきましては，自家発電設備整備事業に係る

国庫補助金でございます。２節一般会計補助金６６５万2,０００円については，施設浸水対策事

業に充てるものでございます。 

 ３５ページをご覧ください。 

 支出でございます。 

 １款１項１目は，上水道拡張費１億2,５５９万9,０００円でございます。１節委託料は，県道

横断推進工法実施設計業務委託料でございます。２節工事費は，瑞竜浄水場非常用自家発電設備

新設工事及び４路線の配水管新設工事を計上しております。２目上水道改良費は１億3,００１万

2,０００円でございます。１節委託料は，施設浸水対策実施設計業務委託及び瑞竜浄水場送水ポ

ンプ施設更新設計業務委託でございます。２節工事費は，１０路線の配水管布設替え工事のほか，

老朽化した浄水場の設備更新工事などを計上してございます。 

 なお，３ページから２５ページ，予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧いただき

たいと存じます。 

 続きまして，議案第２８号令和２年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてをご説明申

し上げます。 

 恐れ入りますが，３６ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量で，給水事業所数４社，年間総給水量８４万７９０立方メートル，１

日平均給水量2,３０４立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につきましては1,７８

０万6,０００円を予定しております。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，１款工業用水道

事業収益が１億８５０万4,０００円でございます。支出につきましては，１款工業用水道事業費

用が１億７５６万4,０００円でございます。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。補塡財源につきましては，ご覧のとお

りでございます。収入につきましては，第１款資本的収入が1,７７７万1,０００円でございます。

支出につきましては，第１款資本的支出が2,９９０万6,０００円でございます。 

 ３７ページをお開き願います。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的及び限度額を工業用水道事業1,２７０万円

と定めます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で，1,０００万円と定めます。 



 ６７ 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用を定めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は3,７６８万2,０００円でございます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，５７ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目給水収益は5,２２９万3,０００円を見込んでおります。 

 ２項２目他会計補助金は3,２６１万1,０００円でございます。３目長期前受金戻入につきまし

ては，1,３９４万円，４目雑収益については，経営経費負担金など９６５万8,０００円を計上し

ております。 

 ５８ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目原水及び浄水費3,４３１万6,０００円は，浄水場などの維持管理のための経費で

ございます。２目配水及び給水費1,２５４万8,０００円は，宮の郷工業用水配水池に係る管理費

用でございます。 

 ５９ページをお開き願います。 

 ３目総係費2,３２５万5,０００円は，職員３人分の人件費など管理的な経費を計上したもので

ございます。 

 ６０ページをご覧願います。 

 ４目減価償却費は2,９０６万7,０００円でございます。５目資産減耗費の増額は，送水管布設

がえ工事による影響でございます。 

 ６１ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目企業債については，建設改良費に充てるため，1,２７０万円を借り入れるもので

ございます。 

 ２項１目１節一般会計補助金５０７万1,０００円については，施設浸水対策事業に充てるもの

でございます。 

 ６２ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目工業用水道改良費につきましては，1,７８０万6,０００円で，施設浸水対策実施

設計業務委託，老朽化の著しい高貫浄水場の設備及び宮の郷工業団地内の送水管布設がえ工事を

計上してございます。 

 なお，３８ページから５６ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧いただ

きたいと存じます。 

 続きまして，議案第２９号令和２年度常陸太田市簡易水道事業会計予算についてご説明申し上

げます。 
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 恐れ入りますが，６３ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量で，給水戸数3,２６７戸，年間総給水量７８万5,１９９立方メートル，

１日平均給水量2,１５１立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につきましては，9,

６４１万2,０００円を予定しております。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，１款簡易水道事

業収益が３億1,７９１万5,０００円でございます。支出につきましては，第１款簡易水道事業費

用が３億1,１２４万1,０００円でございます。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。補塡財源につきましてはご覧のとおり

でございます。収入につきましては，第１款資本的収入が１億1,９４３万6,０００円でございま

す。支出につきましては，第１款資本的支出が１億6,０１８万1,０００円でございます。 

 ６４ページをお開き願います。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的及び限度額を，簡易水道事業5,３１０万円，

過疎対策事業4,３３０万円と定めます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で，5,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用を定めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は１億4,３６０万7,０００円でございま

す。 

 第１０条は，棚卸資産購入限度額で，２８８万5,０００円と定めます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，８７ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目給水収益は１億４３６万1,０００円と見込んでおります。 

 ８８ページをお開き願います。 

 ２項２目１節の一般会計補助金は，企業債元利償還金や赤字補塡分など１億2,１９７万1,００

０円でございます。３目長期前受金戻入は8,９９８万円でございます。 

 ８９ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目原水及び浄水費は8,１９８万3,０００円で，６つの浄水場及び取水関連施設の維

持管理経費を計上したものでございます。 

 ９０ページをお開き願います。 

 ２目配水及び給水費については，2,８５７万8,０００円で，増圧ポンプ場，配水管，量水器な

どの維持管理費用を計上したものでございます。 

 ９１ページをご覧願います。 

 ３目総係費3,９００万6,０００円は，職員３人分の人件費など管理的な経費を計上したもので
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ございます。 

 ９３ページをお開き願います。 

 ４目減価償却費は１億3,８９１万7,０００円でございます。５目資産減耗費は３７５万円でご

ざいます。 

 ２項営業外費用につきましては，支払利息や消費税及び地方消費税など，1,６００万7,０００

円を計上いたしました。 

 ９４ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。１款１項１目企業債につきましては，建設改良費に

充てるため，9,６４０万円を借り入れるものでございます。 

 ３項１目補助金は2,１６３万6,０００円で，一般会計操出基準に基づき，企業債償還金のうち，

臨時措置分を繰り入れるものでございます。 

 ９５ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目簡易水道改良費１億1,４７７万8,０００円の主なものにつきましては，人件費の

ほか６節工事費9,６４１万2,０００円で，老朽管布設替工事及び国道４６１号送水管新設工事で

ございます。また，老朽化した浄水場の設備更新工事を計上してございます。 

 なお，６５ページから８６ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧いただ

きたいと存じます。 

 続きまして，議案第３０号令和２年度常陸太田市下水道事業等会計予算についてご説明申し上

げます。 

 恐れ入りますが，９７ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量で，初めに公共下水道事業でございます。水洗化戸数7,２８０戸，年

間排水量１８６万3,５４１立方メートル，１日平均排水量5,１０５立方メートルといたしました。

主要な建設改良事業につきましては，６億7,５２０万円を予定しております。 

 次に，特定環境保全公共下水道事業でございますが，水洗化戸数８４２戸，年間排水量２１万

2,５０３立方メートル，１日平均排水量５８２立方メートルといたしました。主要な建設改良事

業につきましては，3,８８０万円を予定しております。 

 次に，農業集落排水事業でございます。水洗化戸数2,０７１戸，年間排水量４６万4,０００立

方メートル，１日平均排水量1,２７１立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につき

ましては，1,２００万円を予定しております。 

 次に，戸別合併処理浄化槽設置整備事業についてでございます。水洗化戸数1,１０２戸，年間

排水量及び１日平均排水量につきましては該当がございません。主要な建設改良事業につきまし

ては，9,４２５万4,０００円を予定しております。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第１款公共下水

道事業収益が８億６４万1,０００円，第２款特定環境保全公共下水道事業収益が２億9,９８２万
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2,０００円でございます。 

 ９８ページをお開き願います。 

 ３款農業集落排水事業収益が５億2,２２３万7,０００円，第４款戸別合併処理浄化槽設置整備

事業収益が１億1,８６４万4,０００円で，収入合計は１７億4,１３４万4,０００円でございます。 

 支出につきましては，第１款公共下水道事業費用が６億8,３９０万円，第２款特定環境保全公

共下水道事業費用が２億2,０４９万5,０００円，第３款農業集落排水事業費用が４億7,１０８万

2,０００円，第４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業費用が１億1,３１７万8,０００円で，支出

合計は１４億8,８６５万5,０００円でございます。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定でございます。補てん財源についてはご覧のとおりでご

ざいます。 

 ９９ページをご覧願います。 

 収入につきましては，第１款公共下水道事業資本的収入が６億8,３６３万円，第２款特定環境

保全公共下水道事業資本的収入が3,７２９万9,０００円，第３款農業集落排水事業資本的収入が

2,２２５万2,０００円，第４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業資本的収入が9,３１７万1,００

０円で，収入合計は８億3,６３５万2,０００円でございます。 

 支出につきましては，第１款公共下水道事業資本的支出が１０億3,３９６万3,０００円，第２

款特定環境保全公共下水道事業資本的支出が１億4,４９７万9,０００円，第３款農業集落排水事

業資本的支出が１億4,４５２万4,０００円，第４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業資本的支出

が１億2,６０７万円で，支出合計は１４億4,９５３万6,０００円でございます。 

 １００ページをお開き願います。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的及び限度額につきましては，公共下水道事

業が３億7,８６０万円，流域下水道事業が1,３１０万円，特定環境保全公共下水道事業が1,１３

０万円，過疎対策事業が1,１３０万円，特定地域生活排水処理施設事業が7,４２０万円でござい

ます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で，７億5,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用を定めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することができない経費の定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は８億3,８６３万9,０００円でございま

す。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 １２８ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款公共下水道事業収益１項１目下水道使用料は２億5,３４７万3,０００円を見込んでおりま

す。 

 ２項２目他会計補助金は，一般会計繰出基準に基づく補助金などで３億3,８６８万4,０００円

でございます。３目補助金は，広域化，共同化に係る委託経費に係る国庫補助金１００万円でご
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ざいます。４目長期前受金戻入につきましては，償却資産の取得財源を減価償却にあわせて順次

収益化するもので,２億４５９万5,０００円といたしました。 

 １２９ページをご覧願います。 

 ２款特定環境保全公共下水道事業収益１項１目下水道使用料は3,７８５万7,０００円を見込ん

でおります。 

 ２項２目他会計補助金は，一般会計補助金１億9,２３０万4,０００円でございます。３目長期

前受金戻入は6,９６２万5,０００円でございます。 

 次に，３款農業集落排水事業収益１項１目下水道使用料は8,９７４万7,０００円を見込んでお

ります。 

 １３０ページをお開き願います。 

 ２項２目他会計補助金は，一般会計補助金で２億3,６４０万6,０００円でございます。３目補

助金は，処理施設の機能診断業務委託費に対する国庫補助金で６００万円でございます。４目長

期前受金戻入は１億8,５３８万5,０００円でございます。 

 次に，４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業収益１項１目下水道使用料は4,７５１万2,０００

円を見込んでおります。 

 １３１ページをご覧願います。 

 ２項２目他会計補助金は，一般会計補助金で4,６９７万5,０００円を見込んでおります。３目

長期前受金戻入は2,４１１万4,０００円といたしました。 

 次に，１３２ページをお開き願います。 

 支出でございます。 

 １款公共下水道事業費用１項１目管渠費は3,３７４万7,０００円でございます。管渠施設の維

持管理経費などを計上したもので，管渠の修繕工事や雨水幹線の清掃業務が主な内容でございま

す。 

 １３３ページをご覧願います。 

 ３目総係費4,１３９万7,０００円は，職員４人分の人件費など管理的な経費を計上したもので

ございます。 

 １３４ページをお開き願います。 

 ４目流域下水道維持管理負担金１億1,６２２万9,０００円は，那珂久慈流域下水道に排出する

汚水量に基づき負担する維持管理負担金でございます。５目減価償却費は４億６４万7,０００円

でございます。 

 １３５ページをご覧願います。 

 ２款特定環境保全公共下水道事業費用１項１目管渠費2,７３４万4,０００円，これは管渠施設

の維持管理経費を計上したものでございます。主なものは，１款工事請負費2,０３５万6,０００

円で，地区内の舗装補修工事や大里町地内のマンホール補修工事を計上してございます。２目処

理場費は4,１７７万7,０００円で，久米浄化センターの維持管理経費のほか，処理場管理棟の防

水改修工事を計上したものでございます。 
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 １３６ページをお開き願います。 

 ５節修繕費は６４９万円で，曝気自動運転装置などの修繕費でございます。 

 ４目総係費1,０１４万6,０００円は，職員１人分の人件費など管理的な経費を計上したもので

ございます。 

 １３７ページをご覧願います。 

 ５目減価償却費は１億1,３４６万9,０００円でございます。 

 １３８ページをお開き願います。 

 ３款農業集落排水事業費用１項１目管渠費は3,２４５万5,０００円で，管渠施設の管理経費を

計上したものでございます。主なものにつきましては，２節委託料の処理施設機能診断業務及び

処理施設再編整備構想業務委託料でございます。６節動力費９６３万6,０００円はマンホールポ

ンプの電気料でございます。２目処理場費は１億2,３８１万2,０００円で，９カ所の処理場の維

持管理経費でございます。主なものにつきましては，４節委託料6,８８５万5,０００円で，これ

は，処理場の維持管理委託料や汚泥処分業務委託料のほか，施設浸水対策基本設計業務委託料な

どを計上してございます。 

 １３９ページをご覧願います。 

 ４目総係費1,４４６万6,０００円は，職員２人分の人件費など管理的な経費を計上したもので

ございます。 

 １４０ページをお開き願います。 

 ５目減価償却費は２億5,７３２万3,０００円でございます。 

 １４１ページをご覧願います。 

 ４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業費用１項１目処理場費は4,９０３万7,０００円で，1,１

００基余りの浄化槽の維持管理経費を計上したものでございます。４目減価償却費は5,３３６万

7,０００円でございます。 

 １４３ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款公共下水道事業基本的収入１項１目企業債は，建設改良費及び建設工事負担金に充てるた

め，公共下水道事業建設事業債３億9,１７０万円及び流域下水道建設事業債1,３１０万円を借り

入れるものでございます。 

 ２項補助金は，社会資本整備総合交付金２億7,８００万円及び一般会計補助金７４０万円でご

ざいます。 

 ３項１目受益者負担金及び分担金２６３万6,０００円は，平成２８年度から令和元年度にかけ

て整備した増井町，瑞龍町，新宿町，大森町の各一部に係る受益者負担金でございます。 

 次に，２款特定環境保全公共下水道事業資本的収入１項１目企業債は，特定環境保全公共下水

道建設事業債1,１３０万円，過疎対策事業債1,１３０万円を借り入れるものでございます。 

 １４４ページをお開き願います。 

 ３項１目受益者負担金及び分担金４１９万9,０００円は，平成２８年度から令和元年度にかけ
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て整備した薬谷町，大里町の各一部に係る受益者負担金でございます。 

 次に，３款農業集落排水事業資本的収入2,２２５万2,０００円は，他会計補助金に。こちらの

他会計補助金には施設浸水対策事業分1,２００万円が含まれてございます。 

 次に，４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業資本的収入１項１目企業債は，浄化槽設置工事に

充てるため，特定地域生活排水処理施設建設事業債7,４２０万円を借り入れるものでございます。 

 ２項補助金は，循環型社会形成推進交付金1,０５２万1,０００円，一般会計補助金５９万円で

ございます。 

 １４５ページをご覧願います。 

 ３項１目受益者負担金及び分担金７８６万円は，設置整備を予定しております浄化槽６０戸分

の受益者負担金を計上したものでございます。 

 １４６ページをお開き願います。 

 支出でございます。 

 １款公共下水道事業資本的支出１項２目施設改良費は６億7,５２０万円でございます。１節工

事請負費６億4,９２０万円の主な内容につきましては，機初団地を公共下水道に接続するための

管渠築造工事及び東部土地区画整理事業区域内における雨水幹線整備工事などでございます。２

節委託料2,６００万円につきましては，管渠整備に係る実施設計業務委託料を計上したものでご

ざいます。 

 １４７ページをご覧願います。 

 ３節負担金1,４０５万7,０００円は，県が施工する那珂久慈流域下水道事業の建設工事に対す

る負担金でございます。 

 １４８ページをお開き願います。 

 ２款特定環境保全公共下水道事業資本的支出１項２目施設改良費3,８８０万円は，大平町地内

における管渠築造工事などでございます。 

 次に，３款農業集落排水事業資本的支出１項１目１節委託料1,２００万円は，昨年１０月の台

風１９号により被災した３カ所の処理場の施設浸水対策実施設計業務委託料でございます。 

 １４９ページをご覧願います。 

 ４款戸別合併処理浄化槽設置整備事業資本的支出１項２目施設改良費9,４２５万4,０００円は，

６０基分の浄化槽設置工事を計上したものでございます。 

 なお，１０１ページから１２７ページに予算に関する説明がございますので，後ほどご覧いた

だきたいと存じます。 

 議案第２７号から議案第３０号公営企業会計予算の説明は以上でございます。ご審議のほど，

よろしくお願い申し上げます。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は３月５日，定刻より本会議を開きます。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時４０分散会 


